
 

会 議 録 第 ２ 号 

 

１．招集日時   平成２９年６月６日（火） 午前１０時 

１．招集場所   牛久市役所議場 

１．出席議員   ２２名 

 １番  藤 田 尚 美 君 

 ２番  秋 山   泉 君 

 ３番  尾 野 政 子 君 

 ４番  甲 斐 徳之助 君 

 ５番  守 屋 常 雄 君 

 ６番  杉 森 弘 之 君 

 ７番  須 藤 京 子 君 

 ８番  黒 木 のぶ子 君 

 ９番  池 辺 己実夫 君 

１０番  市 川 圭 一 君 

１１番  伊 藤 裕 一 君 

１２番  長 田 麻 美 君 

１３番  山 本 伸 子 君 

１４番  遠 藤 憲 子 君 

１５番  鈴 木 かずみ 君 

１６番  利根川 英 雄 君 

１７番  山 越   守 君 

１８番  板 倉   香 君 

１９番  柳 井 哲 也 君 

２０番  中 根 利兵衛 君 

２１番  小松崎   伸 君 

２２番  石 原 幸 雄 君 

 

１．欠席議員   なし 

 



 

１．出席説明員 

市    長  根 本 洋 治 君 

副 市 長  滝 本 昌 司 君 

教 育 長  染 谷 郁 夫 君 

市長公室長  吉 川 修 貴 君 

経営企画部長  飯 泉 栄 次 君 

総 務 部 長  中 澤 勇 仁 君 

市 民 部 長  高 谷   寿 君 

保健福祉部長  川 上 秀 知 君 

環境経済部長  山 岡 康 秀 君 

建 設 部 長  八 島   敏 君 

教 育 部 長  川 井   聡 君 

会計管理者  山 越 惠美子 君 

監査委員事務局長  大和田 伸 一 君 
 

農業委員会 

事 務 局 長  結 速 武 史 君 
 

経営企画部次長  吉 田 将 巳 君 

総務部次長  小 林 和 夫 君 

市民部次長  植 田   裕 君 

保健福祉部次長  藤 田 幸 男 君 

保健福祉部次長  小 川 茂 生 君 

環境経済部次長  梶   由紀夫 君 

建設部次長  岡 野   稔 君 

建設部次長  藤 田   聡 君 

建設部次長  長谷川 啓 一 君 

教育委員会次長  杉 本 和 也 君 

教育委員会次長  飯 野 喜 行 君 

全 参 事 



 

１．議会事務局出席者 

事 務 局 長  滝 本   仁 君 

庶務議事課長  野 島 貴 夫 君 

庶務議事課長補佐  飯 田 晴 男 君 

書    記  飯 村   彰 君 



 

 

平成２９年第２回牛久市議会定例会 

一般質問発言事項一覧表（通告順） 

質問議員名 質問事項 要  旨 答 弁 者 

１．守屋 常雄 

（一括方式＋ 

一問一答方式） 

 

１．空家対策の現状

について 

 

２．エスカードのス

ーパー部門以外の

出店の進捗状況に

ついて 

 

３．雨水管埋設工事

の今後のスケジュ

ールについて 

 

 

 

 

 

４．シャトーカミヤ

の日本遺産認定に

向けての活動につ

いて 

空家の売却状況についてお

聞かせください。 

 

１階スーパー部門は予定通

りの様でうれしく思います

が２階から上の状況につい

てお聞かせください。 

 

雨水の被害を心配する季節

になりますが、やりかけて

いる雨水管埋設工事の国か

らの補助金等交付の予想や

今後のスケジュールについ

ての目算をお聞かせくださ

い。 

 

①シャトーカミヤでのイベ

ントや催し物が増え、う

れしく思っていますが、

特に３Ｄプロジェクショ

ンマッピング「ワインの

街うしく」の評判は大層

良く、続編を望む声が多

く上がっていると聞きま

す。続編の作成予定はあ

りますか。 

②その後の甲州市とのシリ

アル方式での提携につい

ての進捗状況についてお

聞かせください。 

 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

２．秋山  泉 

（一問一答方式） 

１．健康寿命につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国民保護計画に

ついて 

 

①本市の健康寿命の推移に

ついて伺う。 

②健康寿命向上のための取

り組みについて伺う。 

③およそ病気の７割は口呼

吸が原因となる。口呼吸

を治すための「あいうべ

体操」の推進について伺

う。 

 

①本市の「牛久市国民保護

計画」は、いつ策定され

たのか伺う。 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

３．全国瞬時警報シ

ステム「Ｊアラー

ト」について 

 

 

 

４．犯罪の低年齢化

防止について 

 

②何回改定されたのか伺

う。 

③国民保護協議会のメンバ

ーの構成を伺う。 

④国民保護計画についての

本市のご所見を伺う。 

 

①受信訓練について伺う。 

②市民への周知方法につい

て伺う。 

③教育現場での取り組みに

ついて伺う。 

 

①加害者となる犯罪から、

子どもたちをどのように

守っていくのか伺う。 

 

３．石原 幸雄 

（一問一答方式） 

１．エスカード牛久

ビル活性化に伴う

駐車場の確保策に

ついて 

 

２．防火防災につい

て 

 

 

 

 

 

３．公共用地につい

て 

 

 

４．ＪＲ牛久駅東口

駅前広場について 

 

 

 

 

 

 

５．住民の移送手段

について 

商業化等による活性化を目

指している同ビルの駐車場

の確保策をどの様に考えて

いるのか？ 

 

①牛久消防署の建替え場

所・方法・時期はいつ頃

か？ 

②危機管理監を自衛隊ＯＢ

から消防ＯＢに変えた理

由や背景は何か？ 

 

土地開発基金で購入した土

地の内、未利用地の事業化

や処分の計画はあるのか？ 

 

①広場の通称名を再考すべ

きと考えるが？ 

②今後、増加が見込まれる

外国人観光客等への配慮

から、案内板や表示板に

英語表記を加えるべきと

考えるが？ 

 

①西部地区のかっぱ号のル

ートを見直すべきと考え

るが？ 

②高齢者移送サービスモデ

ル事業の位置付けを見直

し、本事業に移行すべき

と考えるが？ 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

４．小松崎 伸 

（一問一答方式） 

１．道路の維持、補

修について 

 

①道路建設課と道路維持課

統合の目的 

 

市   長 

関 係 部 長 

 



 

 

 

 

 

 

 

２．市役所わき近隣

公園について 

 

 

 

３．高齢者運転免許

自主返納支援制度

について 

②タウンミーティングでの

行政区要望への対応 

③維持、補修について、今

後の年度計画、及び中長

期的計画作成 

 

①公園内の整備 

②施設としての機能 

③現在の利用状況検証と今

後の利活用 

 

①現在、支援制度で支給さ

れるもの 

②支給されるものとして、

新たに市内タクシー券を

加える提案 

 

５．山本 伸子 

（一問一答方式） 

１．いばらき青少

年・若者プラン

（第２次）の推進

に向けて 

⑴重点目標Ⅰより

『若者の活動等へ

の支援』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵重点目標Ⅱより

『困難を抱える青

少年・若者への対

応』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶重点目標Ⅲより

 

 

 

 

⑴就業支援の現状について

伺う。 

⑵若い人の就労支援を行っ

ている「土浦わかものハ

ローワーク」や「県南若

者サポートステーショ

ン」との連携について伺

う。 

⑶雇用・労働支援としての

「地域職業相談室」の設

置について伺う。 

 

⑴ひとり親家庭で未婚の人

へのみなし適用について

伺う。 

⑵就学援助費の支払い方

法、回数等について伺

う。 

⑶中学校の制服やジャージ

（体操服）、副教材費に

ついて伺う。 

⑷「子どもの貧困対策ワー

キングチーム」の取り組

みについて伺う。 

⑸「地域子供の未来応援交

付金」の活用及び「子ど

もの貧困対策に関する計

画」の策定について伺

う。 

 

⑴青少年相談員の役割につ

市   長 

副 市 長 

関 係 部 長 



 

『青少年を取り巻

く社会環境の健全

化』 

いて伺う。 

・委員の選考、報酬 

・健全育成に協力している

店舗数の推移 

・立ち入り調査の対象とな

る店舗数と調査数 

⑵青少年育成牛久市民会議

の活動について伺う。 

・財源としての会費・補助

金・寄附金の内訳 

・会員の募集方法と会費の

徴収、支部会ごとの加入

率 

・助成金の内訳と使途 

・中学生、高校生が参加で

きるような取り組みとそ

のための支部会のあり方 

・青少年相談員との連携を

考慮した担当部署の一本

化 

 

６．長田 麻美 

（一問一答方式） 

 

１．民生委員のなり

手不足解消につい

て 

 

 

 

２．奥野キャンパス

の今後の方針につ

いて 

⑴民生委員のなり手不足の

現状について。 

⑵年齢制限の引き上げなど

の市独自の施策が必要と

考えるがいかがか。 

 

⑴奥野小学校、牛久第二中

学校の一貫教育は今後ど

のように行っていくか方

針について伺う。 

⑵学区外から通学する児童

の子供会の参加などにつ

いて伺う。 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

７．柳井 哲也 

（一問一答方式） 

１．東猯穴地区の宅

地化と東大和田地

区について 

 

 

 

 

 

 

２．ラーシクとキュ

ーちゃんの活用に

ついて 

 

 

 

 

 

⑴東猯穴地区の宅地化に 

対する進捗状況 

⑵東大和田地区のねむの木

台団地への道路整備の予

定（計画） 

⑶住宅建設緩和策として牛

久市独自の条例を制定す

べきと思うが。 

 

⑴有賀忍氏の公式キャラク

ター「ラーシク」と牛久

市観光協会のマスコット

キャラクター「キューち

ゃん」の活用の仕方（棲

み分け）をどのようにす

るのか。 

⑵市民に対する分かり易い

市   長 

関 係 部 長 



 

 

 

 

３．龍ケ崎市との連

携による牛久沼景

観活用について 

  

説明をすべきではない

か。 

 

⑴牛久沼の活用策に関する

龍ケ崎市と北山創造研究

所の協定締結について、

龍ケ崎市から牛久市等へ

の連携話はあったのか。 

⑵牛久市の取り組む姿勢に

ついて 

 

８．黒木のぶ子 

（一問一答方式） 

１．高齢独居者に対

する支援について 

 

 

 

 

２．牛久沼散策ロー

ド周辺環境の整備

について 

⑴四季を通し草花や

花木が楽しめるよ

うな環境創り 

 

 

 

 

 

 

３．２３号線に接続

する生活道路につ

いて 

①在宅医療での支援 

②生活支援 

③介護サービスの認定まで

の支援 

④民生委員との協働 

 

 

 

 

⑴ 

①トレッキングやウォーキ

ングで市民の健康増進が

図れる 

②市外からの観光客を呼び

込める 

・雲魚亭やアヤメ園等を一

体的整備で観光拠点 

 

①薬師寺の北側（現況畑）

の生活道路の整備計画 

・牛久市立第２小学校区北

田宮地域の児童達の通学

路 

・第２つつじが丘住民が多

く利用する道路 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

関 係 部 長 

９．尾野 政子 

（一問一答方式） 

１．公用車へのドラ

イブレコーダー設

置について 

 

 

 

２．思春期の子育て

冊子作成と配布に

ついて 

 

 

３．自転車の活用推

進について 

 

 

①事故件数について 

②対応策について 

③保険料の推移について 

④ドライブレコーダー設置

の見解について 

 

①思春期の子育て支援の現

状について 

②思春期の子育て冊子作成

の見解について 

 

①自転車通行スペースの設

置について 

②子どもから大人まで交通

安全教育の現状と今後の

市   長 

関 係 部 長 



 

 

 

４．災害時の備えに

ついて 

 

 

５．「認知症初期集

中支援チーム」設

置について 

 

取り組みについて 

 

①災害時における避難所の

お湯等飲料の確保のため

の災害協定について 

 

①当市の取り組みについて 

②今後の課題について 

10．伊藤 裕一 

（一問一答方式） 

１．特別支援教育に

ついて 

 

２．電子行政につい

て 

 

 

 

 

 

 

３．生産緑地の２０

２２年問題につい

て 

①特別支援教育に特化した

支援員の確保を。 

 

①牛久市も加入する「いば

らき公共施設予約システ

ム」の使い勝手が良くな

いので、対応策の検討

を。 

②自治体クラウド導入の検

討状況を伺う。 

 

①生産緑地指定の期限が２

０２２年に迫っている

が、土地所有者の意向は

把握しているか。 

②都市農地保護、地価維持

の観点から引き続き農地

とすることはできない

か。 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

11．須藤 京子 

（一問一答方式） 

 

 

１．分権時代の市役

所組織改革につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域で安心して

暮らせる障がい福

祉サービスについ

て 

 

１． 

⑴「市役所の使命」を再定

義する行政組織の風土改

革について 

・求められる職員像と行動

規範 

・組織改革をすすめる対話

力 

⑵ ワ ン ラ ン ク ア ッ プ の

KAIZEN活動について 

・業務改善から事業改善、

職場改善へ 

・施策改善から戦略提案へ 

 

２． 

⑴日常生活を支える自立支

援事業について 

・視覚障がい者の外出を支

える同行援護事業 

・知的障がい者等の外出を

支える行動援護事業 

・障がい者の雇用を支える

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 



 

就労継続支援事業 

⑵障がいのある人のニーズ

に応える地域生活支援事

業について 

・聴覚障がい者の意思疎通

を図ることを支援する意

思疎通支援事業 

・重度障がい者の外出を支

援する移動支援事業 

・精神に障がいのある人の

地域活動を支援する地域

活動支援センター事業 

 

12．杉森 弘之 

（一問一答方式） 

１．公立小中学校の

教員の長時間労働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．民俗資料館の開

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．牛久沼の観光開

発 

１． 

・平均で平日１日あたり何

時間働いているか 

・時間外労働が月８０時間

を超える教員の割合 

・各級安全衛生委員会や担

当者会議の開催状況 

・牛久の学校も調査対象に

なったか 

・超勤４項目以外の業務の

問題と対処 

・教職調整額と本来支払う

べき時間外勤務手当の乖

離状況と対策 

・教員の事務負担軽減策 

・部活動の負担軽減策、多

い部活の実態 

・教員増員、少人数クラス

制の進展と計画 

 

２． 

・担当部署 

・展示施設整備の進行状況 

・エスカードの活用 

・歴史資料の保存状態、保

存方法 

・アナログ資料のデジタル

化 

・スケジュール的な見通し 

 

３． 

・シャトーカミヤ、牛久大

仏の来客数の推移 １０

年前、５年前、昨年 

・龍ケ崎市との道の駅ある

いは牛久沼の観光開発に

関する協力の進展 

・牛久沼周辺の散策路、河

川や遊歩道と連携した水

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 



 

と緑のネットワークの進

捗状況 

・牛久沼周辺自治体との協

力の枠組み作りの進捗状

況と計画 

 

13．池辺己実夫 

（一問一答方式） 

１．横綱「稀勢の里

関」の栄誉を末永

く讃えるととも

に、茨城県・牛久

市PR活動の推進に

ついて 

 

 

２．いばらき国体に

向けた牛久市武道

施設について 

⑴牛久駅東側県道「通称け

やき通り」の呼称見直し

について 

⑵商品販売時における横綱

「稀勢の里関」のPR及び

知名度アップの推進活動

について 

 

⑴市内武道施設利用団体 

と人数の状況について 

⑵体育館メインアリーナと

武道施設との関連につい

て 

⑶武道関連大会の開催状 

況について 

⑷利用者数に応じた設備

（トイレの数、空調設備

等）について 

⑸福祉避難所としての機 

能について 

⑹工事費とその財源につい

て 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

14．藤田 尚美 

（一問一答方式） 

１．SDGs（持続可能

な開発目標）につ

いて 

 

 

 

２．LGBTについて 

 

 

３．子どもや家庭が

抱える問題への対

応について 

 

⑴市として、SDGsの目標達

成のためにできることは

何か 

⑵SDGsの理念をいかした教

育についての考え 

 

⑴現状について 

⑵教育現場での対応 

 

⑴暮らしの中での困りごと

を抱えている子どもや 

家庭への相談体制 

⑵スクールソーシャルワ 

ーカー配置の考え 

 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

15．甲斐徳之助 

（一問一答方式） 

１．圏央道４車線化

への取組について 

 

 

 

 

２．ひたちの地区中

学校建設の進捗状

⑴開通後の経済効果の検証 

⑵企業誘致 

⑶ＩＣ・スマート／ＳＡの

検証 

⑷観光振興 

 

⑴基本設計から意見を受け

ての実施設計はどのよう

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 



 

況について 

 

 

３．公園並びに学校

内遊具について 

 

 

 

４．エスカード牛久

ビルの今後の展開

について 

に対応したのか。 

⑵補助金額の確定は。 

 

⑴市内公園の数 

⑵遊具施設は。 

⑶選定基準は。 

⑷今後の設置予定 

 

⑴１階部分の賃料はいくら

か。 

⑵２～４階部分の空きスペ

ースヘの誘致をどう考え

ているか｡ 

⑶公共施設も検討している

のか。 

⑷２年後に市が買い取る際

の交渉ベースは。 

 

16．遠藤 憲子 

（一問一答方式） 

１．住宅耐震改修等

助成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高齢者運転免許

証返納について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．介護保険につい

て 

 

1）耐震診断の基準は、1981

年以前の木造住宅が対象

だが、市の耐震診断、耐

震工事の状況 

2)2000年には耐震基準に柱

と梁の接合部分の規定も

強化されている。茨城県

は2017年度、市町村に対

する耐震改修費用の助成

制度を新設した。県内26

市町で助成制度が進んで

いるが牛久市は実施して

いない。市の考え方は 

3)住宅リフォーム助成制度

について 

 

1)高齢者の運転免許保持

者、交通事故件数、免許

返納者の実態 

2)市の支援事業として、65

歳以上の運転免許証返納

者に対しコミュニティバ

ス乗車券か、過疎地有償

運送利用券（奥野地域の

み）のどちらかを支給し

ているが、支援内容等の

検討について 

3)高齢者の移動の確保 

 

1)介護保険料、利用者数、

介護サービス、介護度別

の推移（第1期～第6期） 

2)第7期介護保険事業計画に

ついて 

市   長 

関 係 部 長 



 

17．鈴木かずみ 

（一問一答方式） 

１．国保の広域化に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認知症対策につ

いて 

住民の命と健康を守る公的

医療保険 

①牛久市の国保の状況 

 国保世帯数、被保険者

数、滞納世帯、差し押さ

え、一般会計から国保会

計への繰り入れ状況 

 国の1,700億円の支援金の

牛久市への影響 

②国保の都道府県化を進め

る背景としくみ 

③新制度導入による保険税

の決め方 

④都道府県化によって住民

負担増と給付費削減に危

惧 

・今後の国保会計への公費

繰入について 

 

①新オレンジプランの柱と

認知症初期集中支援チー

ムについて 

・背景 

・根拠 

・チームの概要 

・集中支援の流れ 

・どのような人を対象とす

るか 

・地域包括支援センターと

の関係 

・チームの人員配置要件 

・チームの活動体制 

・普及啓発について 

②ケアパスの必要性と進捗

状況について 

③認知症サポーターの養成

と今後の活動について 

 

市   長 

関 係 部 長 

 

18．利根川英雄 

（一問一答方式） 

１．放射性指定廃棄

物一時保管状況に

ついて 

 

 

２．通学路の安全対

策について 

・シルバー人材セン

ターの活用 

 

 

 

３．メガソーラー発

電 

・保管場所 

・保管状況 

・強化策 

・今後の方針 

 

・登下校時における安全対

策の責任の所在 

・保護者に対する要請と研

修 

・シルバー人材センターへ

の委託は考えられないか 

 

・環境保全対策と地域住民

の同意 

市   長 

教 育 長 

関 係 部 長 



 

 

４．議会図書室 

 

 

・地方自治法第100条第19項

についての考え方 

 



 

平成２９年第２回牛久市議会定例会 

議事日程第２号 

    平成２９年６月６日（火）午前１０時開議 

 日程第１．一般質問 

        ――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時００分開議 

○議長（板倉 香君） おはようございます。 

 会議前にお知らせいたします。執行部から一般質問に関する資料配付の依頼がありましたの

で、これを許可し、各机上に配付しておきました。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 今期定例会の通告者は１８名です。通告順に従って質問を許します。 

 ここで、質問者並びに答弁者に申し上げます。一般質問は、内容を的確に捉え明瞭簡潔にさ

れるようお願いいたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 一般質問 

 

○議長（板倉 香君） 初めに、５番守屋常雄君。 

      〔５番守屋常雄君登壇〕 

○５番（守屋常雄君） まずは、おはようございます。どうもいつもお世話になっています。

雄徳クラブの守屋常雄でございます。 

 雄徳クラブというのは、新しく甲斐議員と２人でつくった会派です。確固たる考えでつくっ

た会派ではなく、政治活動にはまだなれていない２人のメンバーで始めますが、とにかく自由

に考え、既存意識を持たずに、例えば観光交通システムの整備を考え提案していったり、これ

からますます大切になる地区社協や自治会活動に対する支援を考えたり、市民目線を大事にす

る小集団として活動していきたいと思いますので、皆様の温かい御配慮、よろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

 それでは、一括方式、プラス、一問一答方式で一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、第１点でございます。市役所としての空き家対策の現状の中で、特に２点について質

問させていただきます。 

 まず、切実に要望したいのが、地区社協の活動拠点として利用できないかということです。



 

なぜならば、現状空き家の大家さんが売るつもりはないが、草刈りや定期的に換気をするなど

の管理が大変と考えている方々が多く見受けられます。そこで、大家さんにかわり、地区社協

で管理を行い、その見返りとして拠点として使用させていただき、学校区の住民の方々の厚生

施設として無料で借り受けるというシステムが考えられないかということです。ネックは駐車

場の問題等がありますが、今、切実に熱望している地区社協の一つが向台地区社協だと思いま

す。まず、ケーススタディーとして、市の具体的な考えをお示し願いたいと思います。 

 もう一つ、空き家対策としての質問ですが、国も空き家対策に動き出したので、目に見える

範囲でも空き家の撤去が進んできたり、空き家のオーナー管理も進んできたと思いますが、牛

久市として民間不動産業者さんとの連携による空き家の売却状況の現状につき、お答えいただ

きたいと思います。 

 ２番目の質問ですが、エスカードビルのメーンである１階スーパー部門は、予定どおりＴＡ

ＩＲＡＹＡさんがオープンでき、今のところ繁盛していて、まことにうれしい限りですが、２

階から上の現在の賃借権の状況はどうなっていますか。 

 また、市としてエスカードビルをどう利活用するか、コンセプトは大体まとまりましたか。

エスカードの利活用を図るためにも、ぜひ将来的に、ちょっと話は違いますが、上野品川ライ

ンの本数アップや始発や終電時間を目いっぱい延ばすことを考えて、女性だけのフィットネス

クラブやスポーツバーなどの若い人たちの拠点として提供できることも考えの一つに入れて、

開店してくれるテナントの発掘をオール牛久で多少時間をかけてでも実現していただきたいと

思います。お答えは後で結構ですので、やっていただきたいと思います。 

 ３つ目の質問ですが、雨水被害を心配する季節にいよいよなってきましたが、ことしもゲリ

ラ豪雨等が想定されますが、確認のためにも牛久市旧市街の雨水管埋設工事のスケジュールに

ついて、オフィシャルにできる範囲でお示し願いたいと思います。 

 また、下町、上町の雨水の受け皿に調整池もやっと工事が急ピッチで始まったようで大変う

れしく思いますが、いつごろ完成予定なのか、お示し願いたいと思います。 

 ４番目の質問に移らせていただきます。 

 シャトーカミヤの日本遺産認定について何度も質問してまいりましたが、３月に行われた

「ワインの街うしく」の３Ｄプロジェクションマッピングは大変に好評で、再演を望む声が多

く上がっています。また、シャトーでのイベントや催し物もふえ、集客効果も出ていると思い

ます。そこで、続編の予定は考えているのか、お示し願いたいと思います。 

 ４番目の２として、甲州市とのシリアル方式での提携については、牛久市文化芸術課のスタ

ッフの方々の情熱と根本市長が各ポイントのキーマンに対するアピールをタイムリーに実行し

てくれたことが実り、実を得たことは大変快挙と思えます。今後のこの活動の方策をお聞かせ



 

願いたいと思います。 

 以上、４つの質問をそれぞれ御回答いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 私のほうからは、シャトーカミヤの日本遺産認定に向けた甲州市との

連携に関する進捗状況をお答えしたいと思います。 

 先月の定例記者会見でも報告させていただきましたが、５月１５日に私は甲州市の田辺市長

を訪問してまいりました。そこで、牛久市と甲州市の両市が「日本の近代化と日本ワイン」を

テーマに共同で日本遺産申請することで合意しました。 

 この合意は、３月２８日に多くの市議会議員の皆様が甲州市を訪問し、両市連携の機運を盛

り上げていただいたことが大きな後押しとなったものでございます。 

 今後は、両市職員によりワーキングチームを組織し、茨城・山梨両県の協力を得ながら、平

成３０年２月の申請に向けて、構成文化財の選定やストーリー作成などについて共同で取り組

んでまいります。 

 さらに、日本遺産認定の機運を盛り上げるためにも、両市の文化、産業等を基軸とした交流

を積極的に促進したいと考えておりますので、引き続き議員の皆様には御理解のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部長川上秀知君。 

○保健福祉部長（川上秀知君） 私からは、空き家を地区社会福祉協議会の活動拠点として利

用することができないかとの御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、地区社会福祉協議会の活動拠点があるのは、牛久小学校区、二小学区及び奥野小地区

社会福祉協議会の３カ所であり、他の５カ所につきましては、活動拠点を持たず、区民会館等

を利用しながら活動している状況にあることから、向台小学校区地区社会福祉協議会のほか、

活動拠点の要望をいただいているところでございます。 

 今後、地域包括ケアシステムに位置づけられる事業を進めていく上で、地区社会福祉協議会

の活動拠点の整備は必要と考えておりますので、駐車場問題を初め、建物の管理方法、賃貸借

料も含め、空き家の有効活用策の一つとして関係機関が連携し、検討してまいりますので、御

理解賜りたいと存じます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 私のほうから、空き家対策２点目の民間不動産業者との連携に

よる空き家の売却状況についてお答えさせていただきます。 

 これまでに、市として民間不動産業者と連携して空き家等の売却をした実績はございません。 



 

 現在、市としては、空き家の建物所有者の方と賃貸や購入を希望される方を仲介していただ

く「空家バンク制度」の創設作業を進めているところであり、あわせて、土地建物売買の専門

家であります茨城県宅地建物取引業協会との協議をしているところでございます。 

 「空家バンク」につきましては年度内に創設をして、あわせて、茨城県宅地建物取引業協会

と空き家等の仲介に関する協定を締結する予定としております。これらの活用により空き家等

の流通促進を図り、定住促進に貢献してまいりたいと考えているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長藤田 聡君。 

○建設部次長（藤田 聡君） 私からは、御質問２番のエスカードのスーパー部門以外の出店

の進捗状況につきましてお答えいたします。 

 ことしの２月１日にイズミヤが完全閉店したことにより、牛久駅前の中心拠点であるエスカ

ード牛久ビルの空洞化が懸念されましたが、前回の議会で答弁しましたとおり、２月２８日に

株式会社エコスと出店に関する基本合意に至り、５月１９日にはＴＡＩＲＡＹＡエスカード牛

久店が異例の早さでオープンしたところでございます。特に市民の皆様の要望が多かった食品

スーパーのオープンにより、エスカードにも人の流れがふえ、以前と変わらないほどのにぎわ

いと活気に満ちあふれているところでございます。 

 御質問のエスカードの２階から上の利活用についてですけれども、まず、ことしの３月に牛

久都市開発株式会社と協力して、関東を中心とした物販店舗等６４７社にエスカードへの出店

に関する意向調査を実施いたしました。その結果、興味を示した数社と連絡を取り合っている

ところでございますが、現時点では具体的に出店が決定したところはありません。 

 また、４月１０日には、第１回目のエスカード牛久ビル活性化懇話会を開催し、エスカード

の関係者や商工業の振興、発展に力を注いでいる方々とエスカードの利活用や活性化の方策等

について意見交換を実施したところでございます。この懇話会につきましては、今後も随時開

催し、エスカードの公共的利用も含め、その利活用について多くの方々の意見を伺いながら十

分検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、ＪＲ常磐線の上野東京ラインの運転本数の増発等につきましても、関係団体と協力し

て粘り強く要望を続けていき、牛久駅の乗降者数の増加を図り、若者を含めエスカードに多く

の人が集い魅力的な場所となるよう、関係部署と協力しながら進めてまいりますので、御理解

を賜りますようお願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 私のほうから、雨水管埋設工事の今後のスケジュールについ

てお答えいたします。 



 

 牛久市では、ゲリラ的豪雨などによる浸水被害を解消すべく、雨水排水整備に力を入れてお

り、平成２８年度までに田宮区民会館付近やヨークベニマル前の雨水管を整備したところでご

ざいます。 

 現在、みどり野、東みどり野、第二つつじが丘、神谷二区、牛久町などにおける雨水管整備

や田宮町及び牛久町にて調整池整備の早期発注に向け整備を進めております。 

 雨水排水整備は国の交付金を活用しながら進めており、交付率により整備の進捗が大きく左

右されます。今年度につきましては、要望額を上回る追加交付の内示がありまして、本定例会

に増額補正予算を上程させていただいておりますが、来年度以降の交付状況を予測することは

難しく、現時点で今後のスケジュールをお示しすることはできません。しかしながら、引き続

き整備を進めまして、浸水被害を早期に解消できるよう国及び県に対し強く要望してまいりま

す。 

 次に、上町、下町の雨水の受け皿となる下町緑地調整池についてですが、現在、旧まちづく

り交付金を活用して工事に着手しており、本工事で全体面積２万１，１００平方メートルのう

ち約３分の１を整備いたします。国の交付要件が見直されたことによりまして、本工事が交付

金を受けて整備できる最終工事となり、かわりとなる補助金も見つからない状況でありますが、

当該調整池は常磐線の東側に位置する根古屋川緑地調整池とつながっており、一体的に捉えて

整備することで相乗的に効果を発揮できるものと考えておりますので、引き続き整備を進めら

れるよう今後は単独費での整備も含め検討してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上です。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） シャトーカミヤで実施いたしました３Ｄプロジェクション

マッピングの続編の作成予定についてお答えをいたします。 

 昨年度シャトーカミヤで実施をいたしました牛久市初の大規模３Ｄプロジェクションマッピ

ング「BON APPÉTIT！～ワインの街うしく～」は、３月１０日、１１日の２日間で約６，００

０人の見学者が訪れ、シティプロモーションに貢献したのみならず、市全体で重要文化財シャ

トーカミヤ旧醸造場施設の日本遺産申請に取り組むことを広く市内外に周知することができた

と考えております。 

 さらに、同イベントにおきましては、シャトーカミヤ園内にぶどう園通り商店会の店舗が約

１０年ぶりに出店をするなど、シャトーカミヤと地元商店会との連携も深めることができたと

考えております。 

 本来であれば、議員御指摘のとおり、今年度もシャトーカミヤと協働で３Ｄプロジェクショ

ンマッピングを実施することで、シティプロモーションを行うとともに、シャトーカミヤとは



 

これまで以上に連携を深めていきたいところでありますが、実施するには多額の費用を要する

こととなります。 

 昨年度は、国庫補助金であります地方創生加速化交付金９９８万７，０００円を活用するこ

とによりまして開催することができましたが、市単独の予算での開催は大変厳しい状況のため、

続編の作成及び開催は考えておりません。 

 しかしながら、日本遺産申請も控えておりますので、シャトーカミヤとは今後ともさまざま

なイベントを協働で行うことで、より一層連携を深め、認定に向けての機運の醸成を図ってい

きたいと考えておりますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。以上で

す。 

○議長（板倉 香君） 守屋常雄君。 

○５番（守屋常雄君） どうも回答ありがとうございました。 

 それでは、ちょっと再質問を２点だけさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず１点目は、空き家対策についてなんですが、特に旧市街で外観上問題のある空き家が多

数見受けられますけれども、市のほうでローラー作戦などをやって、持ち主あるいは相続人に

対してのアプローチ等の具体策につきまして何か考えをお持ちでしたら、お示し願いたいと思

います。 

 それと、あともう１点なんですが、一応、今後の日本遺産の活動についてなんですけれども、

過日、教育民生担当の議員とか、それからあと有志議員で甲州市を表敬訪問したことがどうも

何か少しはお役に立ったみたいなんですけれども、大変うれしく思いますけれども、ぜひ執行

部に考えていただきたいのは、日本遺産認定の一助になり、しかも市民へのＰＲ、まだちょっ

と足りないと思うんですが、市民へのＰＲのためにも例えば立ち寄り先として甲州市を入れて

いただいて、例えば具体的には区長会の研修とか、市民もこれの立ち寄り先として入れていた

だければうれしいなと。甲州市としてもこの間、有志議員で行ったときに結構みんな一生懸命

お土産を買っていただいたんですけれども、お土産を買ったり、それから食事をしたり、そう

いうことも非常に向こうにはインパクトがあると思いますので、ぜひお願いしたいなと。そし

て、ぜひ向こうからも牛久のほうにおいでいただいて、将来的には提携都市にでもなれば非常

にすばらしいことかなと思いますので、この２点についてちょっと再質問させていただきます。

よろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 日本遺産なんですが、やはりこれはお互いの市民の盛り上がりという

ことが一番大切でございます。そういう機運をこれからどのように高めていくかという重要な



 

課題になるかなと思います。 

 また、この先の陳情にございましては、県知事、それから文化庁への訪問などを行いまして、

極力もうこの１年というものを日本遺産に向けて進むこと、これは牛久にとっても非常に価値

のある、また、内外ともに大きく牛久を知らしめる、また、牛久のそういう文化的な価値にも

寄与するものと考えておりますので、積極的にやってまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） それでは、私のほうから空き家等の所有者に対する今後のアプ

ローチ策についてお答えをさせていただきます。 

 市としましては、５月下旬から実施しております空き家実態調査により把握をした空き家と、

これまで行政区や住民の皆様より御提供いただいた空き家の情報をもとに、管理不全空き家と

適正管理空き家に分け、対応してまいりたいと考えております。 

 管理不全な空き家の所有者に対しましては、近隣住民の生活を守る観点から、牛久市あき家

等の適正管理及び有効活用に関する条例に基づく助言、指導などの行政措置を行い、改善の対

応をしていただけない空き家所有者等に対しては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基

づく特定空家等に認定をして、法に基づいたより強制力のある措置を講じてまいりたいと考え

ております。 

 具体的な取り組みとしましては、平成２９年５月１５日に庁内関係部署で構成した牛久市特

定空家等判定委員会を開催し、特に著しく生活環境を脅かしている８物件を特定空家等の候補

として選定し、５月２９日に開催されました牛久市空家等対策協議会へ提示して意見を求めた

ところでございます。 

 今後は、当該８物件を特定空家等に決定し、国の空家等対策の推進に関する特別措置法に基

づき、助言、指導、勧告、措置命令等の手順に従い慎重に進め、適正管理へ導いてまいりたい

と考えております。 

 また、適正な管理を行っている空き家の所有者等に対しては、空き家に関するアンケート調

査を実施し、活用希望、賃貸希望、売買希望などの意向を把握して利活用促進を図ってまいり

たいと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） 研修先の質問にお答えさせていただきます。 

 牛久市区長会の年に２回開催される県外研修の行き先、また、例年１０月に予定されている

牛久市民号の行き先については、牛久市区長会に提案し、承認をいただいております。今年度

の行き先は既に決定しておりますので、来年度以降は甲州市方面も視野に入れながら協議して



 

まいりたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 守屋常雄君。 

○５番（守屋常雄君） ありがとうございました。これにて私の一般質問を終了させていただ

きます。 

 最後に、ちょっと申しおくれて申しわけございませんけれども、板倉議長、御就任おめでと

うございます。大変と思いますけれども頑張ってください。よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で守屋常雄君の一般質問は終了いたしました。 

 次に、２番秋山 泉君。 

      〔２番秋山 泉君登壇〕 

○２番（秋山 泉君） 皆さん、改めましておはようございます。公明党の秋山 泉です。通

告に従いまして一般質問を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 最近、健康寿命という言葉をよく耳にします。もともとは世界保健機構ＷＨＯが提唱した言

葉で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを言います。医学

の進歩で延びた寿命の分も、いかに健康的に生き生きと暮らせるのかが問われております。平

均寿命がこの世に生を受けてからどれだけ生きられたかという個体の命の長さをあらわすのに

対して、健康寿命は人がどれだけ健康で豊かに生きられるかをあらわす指標と言えます。健康

で自立して活動し生活できる期間とは、具体的には自力で食事、排せつ、入浴、更衣、移動な

どの日常生活が可能で、かつ認知症などを伴わずに自分の意思によって生活できる期間と考え

てよいと思います。 

 厚生労働省は、５年に一度集計するためタイムラグがありますが、平成２３年の健康寿命を

男性７０．４２歳、女性７３．６２歳と試算をしています。これは、平均寿命と健康寿命の差

は男性で９．１３年、女性で１２．６８年となっております。 

 では、なぜ健康寿命を延ばし、平均寿命との差を縮めることが重要なのでしょうか。もちろ

ん第一は、個人が幸せに老後の生活を送るためです。多くの人は、みずからの最期の姿として

ぴんぴんころりを望みますが、そのような最期を迎える人は多くはおりません。ですから、幾

ら平均寿命が延びても不健康な期間が延びるだけでは、本人はもとよりお世話をする家族の心

身両面の負担が重くなってしまいます。ましてや、少子化と相まって家族の形がすっかり変わ

った今、家族の負担はますます大きなものとなっていきます。加えて、社会全体で考えても、

急速な高齢化が進む日本にあっては、不健康な期間が延びると介護費用、医療費用が膨大なも

のとなってしまいます。 

 御承知のように、現在、年金、介護、医療などの社会保障は現役世代、２０歳から６４歳、



 

２．４人で１人の老齢者を支える騎馬戦型となっております。それが、２０５０年に現役世代

１．２人で１人を支える肩車型になると予想をされております。現役世代の５割を保障しよう

とすると、現役世代はお給料の半分、５０％を社会保障に回さなければいけなくなります。こ

のような社会は持続可能とは思えません。だからこそ、一人一人が自立した幸せな老後を送る

ためにも、日本の社会を維持していくために健康寿命を延ばして、平均寿命との差を縮めるこ

とはとても重要なことであります。 

 厚生労働省が対象に重点的に取り組むべきと指定している疾患は、がん、脳卒中、急性心筋

梗塞、糖尿病、精神疾患の５種類で、５大疾患と呼ばれております。健康寿命を延ばすには治

療も大事ですが、食事やエクササイズなど、生活習慣の改善がとても大切だと思います。 

 そこで、お伺いいたします。 

 まず、本市の男女別の寿命、健康寿命の推移をお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長小川茂生君。 

○保健福祉部次長（小川茂生君） 御答弁申し上げます。 

 健康寿命は、ＷＨＯが提唱した指標で、「平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間」

をいい、平均寿命から衰弱や病気などによる介護期間を差し引いた期間とされております。健

康寿命の算定方法は国から提示されておりますが、基準となるデータを市町村の判断で決めら

れるため、比較がしにくいものであることから、当市では茨城県が推奨する「障害調整健康余

命」に基づき経年的に評価をしております。 

 「障害調整健康余命」は、介護保険認定者数と完全生命表をもとに算出するもので、全国都

道府県や県内市町村と比較ができるものです。また、値としては、基準となる年齢からあと何

年健康でいられるかを年数で算出するものとなっております。年齢区分は６５歳から９４歳ま

で５歳刻みの区切りで、余命年齢を算出しております。 

 算出に必要な完全生命表は、５年に一度国から公表され、最新が平成２２年となりますので、

今回は平成２２年から平成２６年までの期間、年齢区分は後期高齢者となる７５歳から７９歳

の男女別健康余命の推移をお答えいたします。 

 男性は、平成２２年は１０．７２年、平成２６年は１０．７５年と、５年間で０．０３年延

びております。女性は、平成２２年は１１．９４年、平成２６年は１１．９６年と、０．０２

年延びております。平成２６年は男女とも全ての年齢区分において国や県より健康余命は長く、

特に男性は６５歳から７９歳までの年齢において、平成２２年から２６年の５年継続して県内

第１位となっています。また、女性についても、県内順位は上昇傾向でありまして、特に６５

歳から６９歳の年齢区分におきましては、平成２２年の県内第１１位から平成２６年は第５位

となっております。以上です。 



 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） では、続いて健康寿命を延ばすための本市の取り組みをお聞かせくだ

さい。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長小川茂生君。 

○保健福祉部次長（小川茂生君） お答えいたします。 

 国は、平成２５年度に策定した「健康日本２１第２次計画」の中で、健康寿命の延伸を新た

に目標に掲げ、現状値を平成２２年で男性７０．４２年、女性７３．６２年としております。

当市におきましては、平成１８年３月に策定いたしました「うしく健康プラン２１」に基づき

健康づくり施策を実施し、さらなる推進を目指して平成２９年３月に第２次計画を策定いたし

ました。 

 この計画の中では、行動目標の項目として「食生活」、「運動」、「休養」、「健康阻害因子」、

「予防接種・健診」、「地域のつながり」の６項目を提示しております。 

 具体的な施策として、まず「食生活」については、うしく食育推進計画に基づき、平成２３

年度から食生活改善推進員の協力により、年長児を対象に「朝ごはん」をテーマとした食育紙

芝居活動を継続実施しております。さらに、野菜の摂取量をふやすため、平成２６年度に食育

推進のための野菜キャラクター「うしく野菜オーケストラ」がデザインされ、平成２８年度に

はテーマソングＣＤを作成いたしました。今後は、キャラクターやＣＤを使って効果的な啓発

普及を図ってまいりたいと考えております。 

 次に「運動」では、平成１８年度より実施している健康ウオークを継続し、茨城県ヘルスロ

ードに指定されている市内９コースを普及するため、平成２６年度にヘルスロードステーショ

ンを設置いたしました。また、ヘルスロードコースの案内看板整備を平成２７年度から順次実

施し、平成３０年度に完了する予定となっております。あわせて、コースマップも順次更新し

たものを作成しております。 

 「健康阻害因子」としての受動喫煙対策は、平成１９年度より「空気もきれいなお店認証制

度」を開始し、登録店舗数が増加しております。また、平成２８年度より「牛久市子どもの未

来を応援する禁煙チャレンジ助成制度」により、妊婦や子供のいる家族に対する禁煙を支援し

ております。 

 各種健診や予防接種は、受けやすい体制整備とともに未受診者への受診勧奨などの対策を実

施し、受診率の向上に努めております。 

 最後に「地域のつながり」におきましては、うしくかっぱつ体操やシルバーリハビリ体操を

行う指導員の養成を行い、より身近な地域で仲間同士で実施できる体制を支援しております。 

 今年度の主な新規事業としましては、歯科保健対策として、歯周病予防教室と１歳児の歯の



 

相談を開始いたしました。また、糖尿病の重症化予防対策として、健診結果で要医療判定の方

に対しまして重点的な受診勧奨の実施や医療機関との連携強化を進めております。 

 今後も、健康寿命の延伸に向けた健康づくり対策について、うしく健康プラン２１第２次計

画の進捗状況等を評価し、推進してまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） 私が今回、提案させていただくのは「あいうべ体操」、聞かれた方も

いらっしゃるかと思いますけれども、これを考案されたのは、みらいクリニック院長の今井一

彰氏であります。本来の人間の呼吸とは鼻呼吸であり、口呼吸することによって、体にとって

は不自然なことで、私たちの健康を左右すると言われております。 

 院長いわく、およそ病気の７割は口呼吸が原因となること。先生は、患者さんのほとんどが

口で呼吸をしていることに気づきました。症状が重いときは息のにおいも強く、よくなると、

においも弱まっていくこと。そして、においの原因が歯周病や歯肉炎といった口内の炎症とい

うこともわかっております。そして、今井先生は、体の病気と口の中の炎症には何らかの因果

関係があると直感的に確信をされたのです。 

 空気中にはウイルスや化学物質など、無数の好ましくないものも含まれております。鼻呼吸

の場合、繊毛、そして粘膜によってある程度ブロックすることができます。さらに、上咽頭に

ある扁桃リンパ組織が異物を除去してくれます。ところが、口呼吸の場合、空気が口を乾燥さ

せ、唾液による殺菌・消毒作用を低下させてしまいます。また、唾液に含まれている免疫物質

が減ることで免疫作用が下がり、インフルエンザ、咽頭炎や扁桃炎なども起こりやすくなって

くるということになります。また、口呼吸の弊害として、顔面と体のゆがみ、歯と口元の変形、

学力、運動能力の低下、皮膚組織の炎症、いびきや歯ぎしり、体の震えや機能低下などが挙げ

られております。 

 では、口呼吸を直すにはどうすればいいのでしょうか。それは、舌の位置を直すことです。

執行部の皆さん、また、議員の皆さん、軽く口を閉じていただいたときに御自分の舌の位置が

どこにあるか、ちょっと確認をしていただきたいと思います。舌が硬口蓋にぴたりとくっつい

ている、この口蓋というのは口の中の上部の壁のことをいいます。この前方の約３分の２を硬

口蓋といいます。ですから、舌が上顎の３分の２ぐらいにあればいいんですね。それが、舌の

先が上の前歯の裏にくっついていたり、また、下に落っこっていたり、どうでしょうか。 

 そうした場合には、やはり改善が必要だということなんですね。それは、トレーニングを繰

り返しすることで、この舌の位置を直すことができるということなんです。それが、私が今回

提案させていただく「あ・い・う・べ」という体操になります。よろしいでしょうか。これを

１日３０セット、お風呂に入ったときにでも、湯気があって乾燥しませんので、そこで行うの



 

が一番効果的だと言われています。これは器具も要らなければ、時間も要らないという、費用

もかからない。 

 この「あいうべ体操」を取り入れた九州のある学校では、その学年が他の学年と比べて欠席

率が低くなるという結果が出ております。また、今井先生のクリニックで診断した患者さんの

中でも、感染リウマチやアトピー性皮膚炎、また、過敏性腸症候群など、さまざまな病気の症

状が改善しているということです。今井先生は、全国で講演をされていると伺っております。

本市の健康寿命が高いということは、それだけ健康に気を使われていらっしゃる方が多いとい

うことだと私は考えます。ぜひ今井先生の講演の開催、また、「あいうべ体操」の推進をして

みてはいかがでしょうか。本市の御所見をお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長小川茂生君。 

○保健福祉部次長（小川茂生君） 御答弁申し上げます。 

 国は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の中で、口腔の健康に関

する生活習慣の改善を提示しております。当市においても、「うしく健康プラン２１」の中で

歯科保健の推進を掲げてございます。健康寿命延伸に向け、口腔機能向上に取り組むことは、

バランスよく、おいしく安全に食べるために必要とされ、また、感染症などの病気の予防や全

身の健康状態の改善に口腔機能や口腔の衛生状態が関与していると言われており、重点課題と

して注目されております。 

 議員御提案の「あいうべ体操」は、ＮＰＯ法人日本病巣疾患研究会所属の福岡県「みらいク

リニック」院長、今井一彰先生が口呼吸改善のための口腔体操として考案され、現在、九州地

方を中心に全国で講演を行うなど、普及啓発されております。この体操を取り入れた大分県の

自治体に伺ったところ、１セット１０回の「あいうべ体操」を１日３回行うことで、風邪やイ

ンフルエンザの発症予防、いびきの解消や花粉症の緩和等の効果が個別にあらわれているとい

うことでした。 

 市が推奨する健康情報は、科学的根拠に基づいた情報を提供していく必要がございます。し

かしながら、実施自治体におきまして一定の効果はあると考えられるため、調査研究した上で、

今年度新規事業で実施する歯周病予防教室において「あいうべ体操」を紹介してまいりたいと

考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） ただいま次長のほうから前向きな御答弁をいただき、よかったなと思

いました。各自治体でも、今お話があったようにこの「あいうべ体操」を導入しているところ

もあります。誰しも人に迷惑をかけることなく、健康で年を重ねていきたいと願っているもの

です。それぞれの環境や立場、御自身の体の状態によって合う、合わないものがありますので、



 

多くの選択肢を提供するのも行政の務めと考えております。多くの市民の方が健康で長生きさ

れるよう祈っております。 

 では、続いて国民保護計画についてお伺いいたします。 

 国民保護計画とは、平成１６年に成立した国民保護法に基づき、ほぼ全ての自治体が策定を

いたしました。国民保護法の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律」といい、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の命、身体、財産を保護す

るため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措

置、武力攻撃災害への対処に関する措置、及びその他の国民保護措置法に関して必要な事項を

定めております。 

 そして、国民保護計画とは、外国からの武力攻撃やテロなどの有事に備え、住民避難や被災

情報などの収集方法などを定めたものであり、政府が定める国民の保護に関する基本指針に基

づいて地方公共団体及び指定行政機関が作成する計画であります。地方公共団体の計画の作成

や変更に当たっては、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、

都道府県と指定行政機関は内閣総理大臣に、市町村は都道府県知事にそれぞれ協議することに

なっております。 

 北朝鮮のミサイル開発については、化学兵器のサリンを弾頭につけて着弾させる能力を既に

保有している可能性があると指摘し、警戒感を示しております。弾道ミサイルが東京に向け発

射され、サリンが拡散する可能性はゼロとは言い切れません。自治体は不測の事態に備えて市

民の安全確保に万全を期す必要があると考えます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 この牛久市国民保護計画は、平成２３年７月に策定されました。国民保護法が平成１６年に

成立をし、策定されたものが現在のものであるのか、お伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） 牛久市国民保護計画の策定についてお答えいたします。 

 本市の牛久市国民保護計画につきましては、平成１８年１２月に策定しております。 

 策定の背景としては、２００１年９月、３，０２５名が亡くなった米国同時多発テロ、２０

０１年１２月２２日に発生した海上保安官３名が負傷した南西海域不審船事案など、外国から

のテロの脅威が国内での不安材料となり、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律、いわゆる国民保護法などの法律整備が進んだことによるものです。 

 なお、平成１７年３月に国レベルでの「国民の保護に関する基本指針」が、平成１８年１月

に県レベルでの「茨城県国民保護計画」が策定され、これを受けて市レベルでの牛久市国民保

護計画を策定いたしました。以上です。 



 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） 今、御答弁で平成１８年に策定されたと御答弁いただいたんですけれ

ども、その後に平成２３年であるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） 平成１８年１２月に策定しまして、その後、国の指針の修正な

ど、国、県の計画が大幅に見直されたことにより、平成２３年７月に改定いたしました。改定

はその１回のみとなります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） では、それ以降は改定はされていないということですね。 

 では、この国民保護協議会、策定するための保護協議会はどのようなメンバーで構成されて

いるのか、お伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 国民保護協議会は、国民保護法第４０条に規定されており、牛久市長を会長として合計３４

名で構成されております。 

 委員につきましては、市を管轄する「指定地方行政機関の職員」、「自衛隊員」、「県職員」、

「副市長」、「教育長及び消防長」、「市職員」、「指定公共機関又は指定地方公共機関の職員」、

「国民保護のための知識経験を有する者」を市長が任命するとしております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） それでは、平成２３年７月に改定をされました。その後、組織体制も

何度となく変更になりましたが、内容を見させていただきましたが、全く変わっていないんで

すね。組織体制が変わったにもかかわらず、中身が変わっていないと。これは本市として余り

この計画に対して重要性を感じていらっしゃらないのかどうか、本市の国民保護計画について

のお考えをお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） お答えします。 

 最近、北朝鮮による弾道ミサイルの発射事案などが大きく報道されておりますが、我が国に

向けてミサイルが発射される場合、極めて短時間で着弾することが予想されております。これ

に対応するには、迅速な情報伝達体制の構築と適切な対応が求められており、いかに被害を最

小限に抑えることができるのか、あらかじめ考え、計画しておく必要がございます。 

 牛久市国民保護計画は、武力攻撃やテロ攻撃などが発生した場合に、市民の生命、身体及び

財産を市が迅速に保護、確保することを目的とする非常に重要な計画と捉えております。 



 

 なお、計画の改定に当たっては、国・県・市と順番に改定することとなっております。市の

計画を平成２３年７月に改定いたしましたが、その後に行われた平成２４年１月と平成２６年

１１月の県の改定では、牛久市に直接かかわる改定箇所がありませんでしたので、市の計画の

改定は行っていない状況です。 

 しかしながら、市の組織、機構及び事務事業の見直し等、軽微な改定は協議会の協議を経ず

に行えることから、随時改定していくとともに、国の基本指針の改定、県の計画改定等を注視

し、経年変化に対応した計画となるよう改定を行ってまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） では、その点をよろしくお願いいたします。 

 次に、全国瞬時警報システム「Ｊアラート」についてお伺いいたします。 

 北朝鮮は、２９日午前５時４０分ごろ、東海岸元山から日本海に向け、弾道ミサイルを発射

いたしました。これは３週続けての発射となり、北朝鮮の弾道ミサイルによる挑発はことしに

入って９回目となります。 

 「Ｊアラート」とは、北朝鮮がミサイルを発射した場合、早期警戒衛星を持つ米軍から防衛

省に第一報が入り、日本に飛来するおそれがあれば、総務省が「Ｊアラート」を発信します。

そして、人工衛星を通じて自治体の受信機に送信され、自動起動装置で即時に防災行政無線が

流れる仕組みになっております。また、携帯電話会社にも情報は伝わり、該当地域にいる利用

者のスマホには緊急速報のチャイムが鳴ります。 

 「Ｊアラート」は、２００７年２月に運用を開始し、１４年４月に受信機、１６年５月に自

動起動装置が全市町村に整備されました。地震や津波などの自然災害のほか、１２年１２月と

昨年の２月の北朝鮮によるミサイル発射でも作動をしました。 

 そこで、お伺いいたします。 

 毎月１回、抜き打ちで行われる「Ｊアラート」の受信訓練、また、昨年１１月の全国一斉訓

練について詳しくお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 私のほうからは、「Ｊアラート」の訓練についてお答えいたします。 

 全国瞬時警報システム「Ｊアラート」の受信訓練についてお答えいたします。 

 御質問ございました月１回の抜き打ちで行われる「Ｊアラート」の受信訓練につきましては、

県に問い合わせたところ、実施されていないとの回答でございました。 

 平成２８年１１月２９日に行われた全国一斉情報伝達訓練につきましては、「Ｊアラート」

が正常に作動することを確認するため、国からの試験情報により各地方公共団体の防災行政無

線を実際に自動起動させて放送を行ったもので、毎年同時期に実施される訓練となっておりま



 

す。 

 市では、広報紙により、あらかじめ市民に周知した上で訓練を実施しております。このほか

にも、昨年６月２３日と１１月４日に「Ｊアラート」を用いた訓練放送を行っております。 

 このように、牛久市では平成２７年３月に「Ｊアラート」の自動起動装置を整備して以来、

同様の訓練には欠かさず参加しているところでございます。 

 なお、訓練結果につきましては、現在までのところ、ふぐあい等の発生はなく、問題なく放

送されております。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） それでは、ミサイル発射の情報が流れたら、国民はどう動いたらよい

のでしょうか。 

 政府は、４月２１日、内閣官房のホームページで国民保護ポータルサイトに対処法を掲載い

たしました。自治体の役割は、市民がパニックを起こさないように周知することが大事であり、

今後どのように安全を確保するのか、お伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部次長植田 裕君。 

○市民部次長（植田 裕君） お答えいたします。 

 市民への周知方法につきましては、弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合、「Ｊ

アラート」により、ミサイルが落下する可能性のある地域の防災行政無線等から自動的に警報

が流れます。 

 市ではこれに加えて、ＦＭうしくうれしく放送で割り込み放送を活用することにしておりま

す。 

 また、「Ｊアラート」の信号を受信した携帯電話各社では、エリアメールにより緊急速報が

配信されることとなっております。 

 しかしながら、緊急時だけでなく平時における情報提供も重要であることから、市のホーム

ページにおいて、弾道ミサイル落下時に市民がとるべき行動を掲載するとともに、特別なサイ

レン音や弾道ミサイル落下時の行動に関するＱアンドＡなどを閲覧できるように、内閣官房の

国民保護ポータルサイトへのリンクを張り、周知を図っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） それでは、教育現場においても、各市町村で有事に備えた動きが出て

きております。本市の取り組みをお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 「Ｊアラート」での情報伝達に対しての教育現場での取り

組みにつきましては、本年４月２１日付、茨城県教育庁から各市町村教育委員会宛ての通知



 

「弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について」によりまして、各教育

委員会管理下の小中学校へ、国民保護ポータルサイトの内容をよく確認の上、周知を図るよう

事務連絡が来てございます。 

 牛久市におきましてもこれに従いまして、各小中学校に対して、屋外にいるとき、屋内にい

るときのそれぞれの場合の対応行動を伝達するとともに、さまざまな場合の対応に対するＱ＆

Ａも伝達いたしまして周知を図ったところでございます。 

 今後も、「Ｊアラート」による情報伝達はもちろんのこと、そのほかにも国から発せられる

情報に注視し、市交通防災課とも情報を共有しながら、弾道ミサイルその他の危機に適切に対

応できるよう、小中学校への周知に努めてまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） 先日も竜巻警報が発令され、「Ｊアラート」が作動し、本市の防災無

線が流れました。早朝ということもあり、市民の方から苦情の電話が入ったと伺っております。

しかし、何かあってからでは遅いので、御理解をいただくためにも、今後周知していくことが

大事かなと思いますので、その点よろしくお願いします。 

 最後に、犯罪の低年齢化防止についてお伺いいたします。 

 近年、詐欺事件に関与する人間の低年齢化が著しいです。ことし２月、東京都北区の７０代

女性からだまし取ったキャッシュカードを使い、同区のコンビニのＡＴＭで現金８４万円を引

き出した容疑者として、滝野川署は１２日午前に防犯カメラの画像をホームページなどで公開

し、情報提供を呼びかけました。しかし、この画像が東京都内の中学２年の女子生徒だったこ

とが判明し、４月１２日、同庁のホームページやツイッターなどから画像が消去されました。 

 近年、このように小学生や中学生の子供たちが詐欺事件に関与する事件も少なくなく、被害

者ではなく加害者となるケースが多くあります。２０１４年２月に発表された警視庁の統計で

は、２０１３年の１年間で振り込め詐欺に関与した疑いで逮捕、書類送検された少年は２６２

人、統計をとり始めた２００９年の約８倍にも上る結果となりました。その時点の最年少は、

中学２年生で１４歳だったということであります。しかし、このような詐欺事件が表面化し、

私たちの目に触れるのは一部であり、まだまだ知らないところで詐欺行為が行われ、子供たち

が悪い大人の犯罪に加担しているケースは多いと考えます。例えば詐欺グループの一員である

という少年は、小学校６年生。同じ小学校出身の先輩に呼び出され、お金欲しさにグループに

入り、詐欺行為を繰り返しているということもあるそうです。 

 いまだに振り込め詐欺の被害に遭われる方は多くいらっしゃり、まさしくイタチごっこの状

態であります。ちょっとした好奇心やお小遣い稼ぎのつもりが、泥沼にはまり、抜け出せなく

なることが多いと思います。今後、子供たちを犯罪からどう守っていくのか、お伺いいたしま



 

す。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 議員御指摘の小学生や中学生が詐欺事件に関与する事案は、牛久市

内では起こっておりません。しかし、同様の事案が牛久市内で起こらないとは限りません。 

 そこで、非行防止に向けては、児童生徒の規範意識を育むことが大切だと考えます。規範意

識は、家庭教育が土台になるかと思いますが、学校においても、生徒指導、教科指導、道徳教

育、特別活動及び人権教育など、あらゆる教育活動の中で育成しております。 

 例えば、道徳では、指導すべき内容項目の中に「約束を守ること」や「公徳心をもって法を

守ること」などがあり、小学校低学年から中学３年生まで、毎年学びながら道徳的な実践力を

高める指導をしております。また、中学校の社会科公民では、「社会集団の中で生きる私た

ち」の中で社会的なルールを身につけたり、暮らしを支え合ったりすることの大切さを学びま

す。このような学習を通して、児童生徒にルールや法の重要性、また、それを守ることの必要

性を自覚させ、非行防止につなげています。 

 さらに、校外生活においても機会を見て指導しております。例えば、夏休みはお祭りなどが

あったり、冬休みは年末年始の行事などがあったりと、長期休業中は児童生徒が開放的になる

傾向にあり、不特定多数の大人と接触する危険性もあります。 

 そこで、学校では、長期休業前に全校集会や学級活動などで長期休業中の生活について児童

生徒に指導するとともに、保護者に対しても懇談会の際や文書配布を通して注意喚起をしてお

ります。今後は、具体的事例を挙げながら、より一層指導をしてまいります。 

 また、夏休みには「中学生による１日防犯連絡員活動」を実施しています。この活動は、中

学生が「１日防犯連絡員」となって、地域の防犯連絡員、警察官とともに戸別訪問をし、地域

の方に防犯意識の高揚を図っています。この活動を通して、中学生自身の意識高揚も図ってい

ます。 

 さらに、牛久警察署管内学校・警察連絡協議会に参加し、近隣の小中高等学校や警察との情

報交換を年に３回定期的に実施し、犯罪防止等に向けた協議もしています。牛久警察署とは今

後も児童生徒の健全育成に向けてより一層連携を深めてまいります。 

 今後は、服装の乱れや遅刻、欠席が増加傾向にあるような、様子が気になる児童生徒につい

ては、必要に応じて電話連絡や家庭訪問等を実施し、直接児童生徒と話をするなどしながら学

校外での生活状況を把握し、適切な指導、支援に努めてまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 秋山 泉君。 

○２番（秋山 泉君） 子供は宝であり、財産であります。大人の目の届かないところで危険

と遭遇することも長期休業中にはよくあると思います。事故や事件に巻き込まれることのない



 

よう、先生方は毅然とした姿勢で子供たちの命に響くような指導をお願いしたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で秋山 泉君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時２５分といたします。 

                午前１１時１４分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１１時２４分開議 

○議長（板倉 香君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、２２番石原幸雄君。 

      〔２２番石原幸雄君登壇〕 

○２２番（石原幸雄君） 改めまして、皆さんこんにちは。石原幸雄でございます。 

 ただいまより、通告に従いまして市政全般について５点８項目の一般質問を行います。 

 まず第１点目といたしまして、エスカード牛久ビル活性化に伴う駐車場の確保策についてお

尋ねをいたします。 

 御承知のように、イズミヤ撤退後のエスカード牛久ビルの１階のフロアには、先月住民の待

望久しい大手の食料品店が開店したことにより、衣食住にかかわる食の分野のニーズの解消が

できたものと存じます。しかしながら、依然として衣料や生活雑貨類のニーズが解消されてい

ないことから、今後は一日も早いその分野のニーズに似合う出店等の入店が課題であると認識

をいたしております。 

 一方、現代の車社会においては、駐車場がいかに確保されているのかが肝要でありますが、

エスカード牛久ビルの地下の駐車場は１１０台の駐車スペースしか確保されておらず、今後、

同ビルの２階から４階部分に商業系を中心とする出店者を誘致することを考慮すると、さらな

る駐車場の確保の問題が大きなネックになるものと判断をいたします。 

 ところで、ＪＲ牛久駅西口には、かつては大手のスーパーが営業していたものの、現在は総

合家庭用品メーカーの流通センターとして使用されている地下１階地上６階建てのビルが立地

しております。当然のことながら、この建物の立地は都市計画法上、合法ではありますが、駅

前という極めて公共性の高い場所における立地を考慮した場合、いかがなものかとの疑問も感

じざるを得ないのであります。 

 そこで、同ビルを単なる流通センターとして使用するよりも、公益に資するという観点から、

本市がこのビルの所有者に買い取りを働きかけ、その上でエスカード牛久ビルの来客用の立体

駐車場として使用することを検討すべきであると考えます。 



 

 なお、その場合、同ビルとエスカード牛久ビルとを通路でつなぐなど、利用者の利便性に配

慮することも重要でありますが、エスカード牛久ビルの活性化に伴う駐車場の確保策について

はどのようにお考えでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長藤田 聡君。 

○建設部次長（藤田 聡君） エスカード牛久ビル活性化に伴う駐車場の確保策につきまして

お答えいたします。 

 先ほどの守屋議員の御質問にお答えしたとおり、エスカード牛久は、ことしの２月１日のイ

ズミヤ完全閉店を受け、市民の皆様の生活基盤を支える上で一番重要で、特に要望の多かった

食品スーパーの誘致を第一に取り組んでまいりました。 

 その結果、５月１９日に株式会社エコスの食品スーパーであるＴＡＩＲＡＹＡエスカード牛

久店が、２月２８日の出店基本合意から約３カ月という異例の早さで１階フロアにオープンい

たしました。これにより、エスカード牛久にも人の流れがふえ、にぎわいと活気が戻ってきた

ところでございます。 

 御質問のエスカード牛久ビル活性化に伴う駐車場の確保策につきましては、牛久駅周辺にお

ける中心拠点として重要な施設であるエスカード牛久を多くの人が集い、憩いの場所とするた

めには、駐車場の整備は重要な課題の一つであると認識しております。 

 石原議員御提案のエスカード牛久に隣接する既存建物を活用して立体駐車場を整備すること

につきましては、建物の用途変更に伴う現行法規に対する適法性の確認、詳細な構造計算等の

実施、莫大なる整備事業予算の確保等、クリアすべき多くの課題がございます。 

 また、ＴＡＩＲＡＹＡのオープン初日には入場制限がかかるほど大勢の来客があり、以後も

大いににぎわっておりますけれども、地下の駐車場が満車となり問題となるようなことは全く

ありませんでした。 

 その一方で、駐輪場は満杯となり、エスカード牛久の利用者の交通手段は、自転車や徒歩等

が非常に多いということがわかりました。 

 しかしながら、２階から上のフロアに店舗等がオープンした場合には、さらなる駐車場の確

保が必要になると考えておりますので、このエスカード牛久を訪れる人々が利用しやすい駐車

場を整備するためにはどうすることが最良なのか、議員の御提案も含め、今後、多くの方々の

意見を聞きながら十分検討し、判断してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜ります

ようお願いいたします。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今の次長の答弁によりますと、駐車場が満杯になることはなかった、

自転車や徒歩の利用者が多かったと。この現実は私もそのとおりだと思いますが、やはり自動



 

車社会ということを考えますと、駐車場というものはきちんと確保されなければいけないと思

うわけであります。 

 そこで、次長の答弁の中にも確かに検討していくというお答えがあったわけでありますが、

検討するということになると、これはいつごろまでに検討するのか、そこの点を明確にしてい

ただきたい。再質問をいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長藤田 聡君。 

○建設部次長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 ただいま答弁したように、既存の建物を活用するといろいろな問題等がございます。そうい

う中で２階から上の物販店舗等の作業を我々は今しているところでございますけれども、当然、

駐車場に関しては、先ほど答弁しましたとおり必要だというところはございます。 

 いつごろということですけれども、やはり今、懇話会等も実施しております。いろいろな人

の意見を聞きながら、その駐車場の計画も含めて、あるいはかっぱ口第２駐車場という市の駐

車場がございます。そちらのほうの整備ができないかとか、そういう問題も含めていろいろ検

討させていただきたいと思います。ですから、少しお時間をいただいてということになろうか

と思います。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 検討するということで、時期についてはちょっと明確に示されませ

んでしたが、これは非常に大事なことでありますので、市長、これは市長にお尋ねをしたいと

思いますが、市長はこのエスカードビルの駐車場問題についてはどのようにお考えですか。御

見解を伺いたいと存じます。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 想定された何といいますか、ＴＡＩＲＡＹＡさんが開店されまして、

駐車場は恐らく大丈夫じゃないかということで、あの地域についてはやはり歩き、それから自

転車ということでそういう想定をしていたんですが、でもやはり今度２階、３階、４階になり

ますと、そしてさまざまなイベントですと、これは恐らく駐車場が少なくなるだろうと私は想

定しています。 

 では、そのときどうしてそろえていいかと。先ほど次長が言いました、昔の旧役場は役場の

場所があそこにございます。過去にもあそこに立体駐車場という話もあったようでございます。

私もそういうものも視野に入れながら、ただ、現在の牛久の財政規模を考えると、ちょっとこ

こ二、三年は難しいのかなと。また、オリンピックの前は非常に資材が高騰しますので、そう

いうことで難しいのかなと。 

 ただ、やはり街なかを活性させるためには何らかの方策をしなければならないということは、



 

私は十分強く認識しております。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、市長から答弁をいただきましたが、やはりこの問題は非常に大

切な問題であろうと。牛久の顔であるエスカードの問題でありますから、駐車場をきちんと確

保すべきであると。時間がかかってもこれは解決策を示されなければいけないというふうに考

えておりますので、そのように執行部においては今後動いていただけるということを大いに期

待をいたしまして、次の質問に移ります。 

 次に、第２点目といたしまして、防火防災について２項目のお尋ねをいたします。 

 初めは、牛久消防署の建てかえ等についてであります。 

 御承知のように、牛久消防署が現在の敷地に建てられてから４１年が経過をしました。その

間、本市の人口は飛躍的に増大し、現在も茨城県内を通過するＪＲ常磐線の沿線自治体の中で

は、本市は唯一人口の増加が継続している自治体であることは論をまたないところであります。 

 その一方で、本市は稲敷地方広域市町村圏事務組合の構成市町村の中で人口が最大であるに

もかかわらず、牛久消防署についてはこれまで本格的な建てかえ等が行われなかったことに加

えて、敷地面積や建物面積も手狭であることから、以前から防火防災の機能上、極めて問題で

あるとの指摘がなされてきたのであります。 

 ところで、私は、昨年２月の稲敷地方広域市町村圏事務組合議会の一般質問において、牛久

消防署の建てかえ及びその時期等について管理者及び消防長にただしたところ、牛久消防署に

ついては、現在とは全く異なる敷地に建てること、現在の敷地をさらに拡大して建てかえるこ

と、現在の敷地のままで階数を上に伸ばして建てかえること、これら３つの選択肢を視野に入

れて検討するが、その時期等については未定であるとの回答を得たのであります。 

 それゆえ、この回答から稲敷地方広域市町村圏事務組合及び稲敷広域消防本部では、少なく

とも牛久消防署の建てかえを検討していることをうかがい知ることができるのでありますが、

問題は牛久消防署の建てかえ等について当該自治体である本市がどのように考えているのかと

いうことであります。 

 そこで、率直にお尋ねをいたします。本市では、敷地を含めて牛久消防署の建てかえをどの

ように考えているのか。また、建てかえる場合、その時期についてはいつごろを想定している

のか。さらに、本市の費用負担はどの範囲までとなるのか。これらについて明確なる答弁を求

めるものであります。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 消防署の建てかえの御質問でございます。 

 牛久消防署は、昭和５１年に竣工し、既に４０年を経過しております。その間、車庫や仮眠



 

室の増築を昭和５６年と平成２３年に行い、現在、車両９台、職員数は日勤者、２交代者合わ

せて６０名が勤務しております。 

 建てかえにつきましては、昨年、稲敷広域消防本部との協議を行い、「現敷地内で建物階数

をふやす建てかえ案」、「現敷地を拡張しての建てかえ案」、「現在地からの移転案」などの意見

が出されました。 

 引き続き、時期を含めた建てかえ方法について消防本部や関係する機関と協議、調整を行い

ます。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） ただいま市長から答弁がありましたが、ただいまの答弁によります

と、今のところ建てかえることはするけれども、その方法や場所等については今後の課題とい

うことか、むしろ余り何もまだ決まっていないというふうに感じるわけでありますが、その点

について、市長、これは大事なことでありますので再度お尋ねをいたしますが、話せるところ

までで結構でございますから、今後のその計画等について話せる範囲で御披露を願えればと思

いますが、いかがですか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） これは、稲広のほうとの協議でございますので、私たち単独でも決め

られない部分がありますが、ただ、現在、移転するという場所は牛久にございません。そして、

場所もあそこは狭いものですから、どうにかしようという話ですが、ただ、あそこに牛久警察

署もございます。警察署が今度の秋に改築する予定でございまして、その後ろの土地が約２０

０平米ぐらいだったかな、ちょっとあるんですが、その土地を返してもらう。そして、その奥

にちょっとまた牛久の土地がございまして、そこは栄町区民会館の建設予定地でございました

が、そこの全部じゃなくて一部を市に戻しまして、駐車場とかそういうものを検討しておりま

す。ですから、おのずとあそこの部分にそういうものができれば、やはり負担も少なく、いい

のかなと。 

 また、建設につきましては、先ほどありましたが、やっぱりオリンピックがあると非常に資

材が高騰します。ですから、それは警察本部とも話して、３年以降の時期になるのかなという

話をしております。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 大事なことなので、再確認をいたします。 

 それでは、現在の消防署が建っているところを基準に、あのところでの建てかえを考えてい

るということで確認をさせていただいてよろしいですか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 



 

○市長（根本洋治君） 私の意向としては、そのように考えております。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 続いて、防災危機管理監の役割等にお尋ねをいたします。 

 御承知のように、本市は稲敷広域消防本部次長として平成２９年３月３１日まで勤務してい

た職員を、防災危機管理監として４月１日付で雇い入れ、交通防災課に配属をさせました。申

し上げるまでもなく、このポストはこれまでは自衛隊ＯＢの役職でありましたが、今年度は消

防ＯＢの役職となりました。 

 そこで、改めてお尋ねをいたします。 

 本市の防災危機管理監について、自衛隊ＯＢから消防ＯＢに変えた理由等は何か。また、防

災危機管理監の任期及び役割は何か。さらに、防災危機管理監には何を期待するのか。これら

について明快なる答弁を求めるものであります。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 消防ＯＢの任用についてお答えをいたします。 

 今年度、稲敷地方広域市町村圏事務組合ＯＢを危機管理補佐官として再任用しております。 

 これは、市内の地理・災害情報に精通した災害対応のプロフェッショナルであること、市役

所消防隊の育成という課題への対応など、市としての必要性から、地方公務員法第２８条の６

第２項に規定されております「牛久市他５市町村が組織する組合の定年退職者」として、市の

定年退職者と同様の手続を経まして再任用職員としての任用を行ったものでございます。 

 任期につきましては、再任用職員につきましては１年でまた更新ということになります。以

上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 任期については１年で更新ということでありますけれども、今後、

牛久市として稲広の消防ＯＢというものを、この人に限らずさらに継続して採用していくとい

う考えはあるのかどうか、確認の意味で答弁を求めます。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 現時点では考えておりません。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） それでは、次に第３点目といたしまして、土地開発基金で購入した

公共用地についてお尋ねをいたします。 

 御承知のように、本年３月の定例議会中に、平成１５年度以降に土地開発基金で購入した土

地及び建物に関する資料が全議員に配付されたことは記憶に新しいところであります。その資

料によると、平成１５年９月から平成２７年５月までの期間に、土地については面積で２１万



 

１，３３９平米、金額ではおよそ１５億６，０００万円を購入したものの、現時点で面積で１

３万１，８８９平米、金額ではおよそ４億３３０万円の未利用地が生じていることから、今後

いかにこれらの未利用地の事業化や処分をするのかが行政上の課題の一つであると存じます。 

 ところで、資料から判断する限り、平成１５年度以降に土地開発基金で購入された公共用地

は、果たして今後の効果的な事業化や処分を期待できない場所に存在している物件が多く、こ

れが本市の財政上の大きな足かせや手かせになっていると判断をいたします。 

 そこで、改めてお尋ねをいたします。 

 平成１５年以降に土地開発基金で購入された公共用地のうち、未利用地の事業化や処分につ

いてはどのような計画を有しているのか、明快なる答弁を求めるものであります。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部次長吉田将巳君。 

○経営企画部次長（吉田将巳君） 土地開発基金で購入した公共用地についての御質問にお答

えいたします。 

 本年５月末現在の土地開発基金の土地保有状況は、１４０筆、約１６万８，０００平方メー

トル、買い取り金額では約７億１，０００万円となっております。地域別で見ますと、牛久市

の南北を走る県道土浦竜ケ崎線、女化町から岡見町に抜けている、龍ケ崎から阿見のほうに抜

けていく道路でございますけれども、これを境に東部地区と西部地区とに分けた場合の比率は、

筆数で約６対４、面積で９対１、金額では５対５となっております。 

 土地利用計画を土地開発基金の購入目的で見ますと、東部地区におきましては、工業団地用

地取得、企業誘致のための用地先行取得等でございます。西武地区におきましては、都市計画

街路城中・田宮線用地、子育て広場用地、田宮西近隣公園用地等でございます。 

 また、一般会計にて買い戻しをし、整備するまでの間、一時的に使用している用地は、８筆、

約１万５，０００平方メートル、買い取り金額で７，２００万円となっており、使用目的は、

行政区のクロッケー場、地区社協事務所、駐車場用地として貸し出しをしております。 

 今後の事業化につきましては、城中・田宮線を初め、国の補助採択等に合わせ、一般会計に

て買い戻し、整備をしていく予定でございますが、土地開発基金にて購入はしたものの、事業

計画に変更が生じ土地活用が不確定なもの、または公共事業用の代替地のように現時点では用

地の利用予定のない、買い取り希望等がない職員御指摘の未利用地につきましては、当初の計

画を見直し、公募により売り払いを実施し、その売却益をひたち野地区の中学校整備や運動公

園内の武道場整備等の大規模公共事業の財源として活用する計画となっております。 

 前年度は普通財産の売却益約１，７２９万円、また、本年度につきましては土地開発基金、

普通財産の未利用地を合わせて５，０００万円の売却益を財政調整基金の積み立てとして当初

予算に計上しております。 



 

 本年度の売り払いにつきましては、本年１月２５日に公益社団法人茨城県宅地建物取引業協

会と牛久市不動産売却の斡旋に関する協定書を締結し、第１回目として、土地開発基金及び普

通財産の３カ所の未利用地の売り払いを進めるべく、５月１１日より２４日まで入札期間を設

け購入希望者を募りました。しかしながら、購入希望者がなかったことから、今後、予定価格

の見直しを行い、再度売却の手続を進めるとともに、他の未利用地の追加売却もあわせて進め

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、次長から未利用地は売却をしていくというふうな答弁がござい

ましたが、この未利用地全体について、個別ではなくて全体について計画を立てて、何年度ぐ

らいにはこの物件は売却する、次の年度はこういうふうにするというような、計画的にこの売

却を進めていくという考えはありますか。 

○議長（板倉 香君） 建設部長八島 敏君。 

○建設部長（八島 敏君） 未利用地の売却計画についてお答えをさせていただきます。 

 先ほども議員の御質問の中に公共用地で取得した土地、市街地だけでなく市内に点在してい

る状況です。それらの未利用地については、議員がおっしゃるように計画的な処分というもの

をやっていければというふうに考えております。 

 しかし、先ほどの条件等によりまして、やはり道路つきでないとか、そういった条件の悪い

ところもこの中には多々含まれておりますので、なかなか計画が立てづらいという状況にござ

います。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） そうすると、条件が悪くて、公売に付してもなかなか売れなくて残

ってしまう物件があると。その場合にはどうされるんですか。 

○議長（板倉 香君） 建設部長八島 敏君。 

○建設部長（八島 敏君） 今回、先ほども答弁にありましたとおり、１月に茨城県の宅地建

物等取引業協会とあっせんの協定を結んでございます。そちらの宅建協会とも協議等をいたし

ながら、アドバイスをいただきながら、どういう処分が可能かどうか、そういったものは協議、

検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） この問題は非常に大事な問題でございますので、今後の売却の経過、

経緯等については逐次お示しを願いたいと存じますが、市長、この点については市長はどのよ

うにお考えですか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 



 

○市長（根本洋治君） 未利用の塩漬けの土地は私は早く処分したいところでございますが、

私も、先ほど石原議員に配った資料でございますけれども、田宮３丁目の土地がございました。

私もあの建物を見に行きました。職員にこれは目的は何ですかと。明確な答えはございません

でした。それが約４，６００万円という話で、ただ、建物の改装をすると約１，０００万円ほ

どかかるという話を聞いております。果たしてこれを全部買って、１，０００万円かけて約６，

０００万円、７，０００万円の価値があるのかなということで私は疑問に、早くに処分すると

いうことのほうがいいんじゃないかなと。ただ、ここで処分というか、売り出したわけでござ

いますが、４，８００万円で買ったものが４，３００万円でも買い手がつかなかった。宅建業

者の皆さんに聞くと、とてもそういう値段じゃここはだめだよと。もう３，０００万円台の前

半だろうという話もされました。どうしてというか、私も想定内の話でございましたが。 

 そういうことで余りにもそういう、何といいますか、格差のあるものに対して議員の皆様は

何でそんな安く売るんだという話もございましょうが、ただ、どうなんでしょう。これは、建

物つきなので、早くに売らないと、もう建物の査定はゼロでございますけれども、そういうも

のの何といいますか、理解していただくしかないんですが、活用が見出せないものについては

多少の赤字になってももうこれは処分して、早くその財源を違うものに充てる。そしてまた、

そこから固定資産税とか、税金もございますから、そういうほうがいいんじゃないかなという

話で、これから悩ましい土地など三、四点ございます。それもなるべく早くに処分して、なる

べく早く健全なそういう土地のそういうものに対して整理したい、整理というか、早く新しい

財源に結びつけたいというのが私の本音でございます。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 未利用地の処分に関する市長のお考えはよくわかりました。 

 ところで、もう１点確認をしておきたいことがございます。これは事実関係の確認なんです

けれども、根本市政になってから土地開発基金を用いて購入をした物件があるのかどうか、事

実関係の確認でございます。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部次長吉田将巳君。 

○経営企画部次長（吉田将巳君） 現市長になってからの土地開発基金の利用はございません。

以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 現市長になってからは、一度も土地開発基金を用いて購入した物件

はないということでございます。そこから私は再度お尋ねをしたいんですけれども、それを踏

まえてお尋ねをいたしますが、土地開発基金については、ある意味もう時代の役割というもの

を終えたというふうに私は認識をしております。 



 

 そこで、前から申し上げているように、より透明性の高い、やはり公共用地先行取得事業特

別会計、これを復活させて、公共用地の購入についてはこの方式でやっていくべきものだとい

うふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 私もそういう考え方は十分理解できます。ただ、牛久にはまだ２３号

線という道がまだ道半ばでございます。また、それから今の補助金のつかないものも非常に多

くございます。例えば下町のそういう、何といいますか、親水公園とか、非常にそういうちょ

っと不透明な何といいますか、基金の追加等もございます。ですから、そういうものをもうち

ょっと見定めてからそういう資金の活用をもう一度私は考えたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） ということは、再度確認をしたいと思います。市長、そうすると、

今の答弁から推測をするんですけれども、近い将来的にはやはり土地開発基金を廃止して、廃

止と申しますか取りやめて、それで公共用地先行取得事業を用いる手法で公共用地の獲得とい

うものを今後していくというふうに理解をしてよろしいですか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） そのような視野を入れてこれからも検討することが、時代に合ったお

金の使い方と私は思っております。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 次に、第４点目といたしまして、ＪＲ牛久駅東口広場について２項

目のお尋ねをいたします。 

 まず初めは、東口広場の通称名の再考についてであります。 

 申し上げるまでもなく、東口広場の通称名は、昨年公募による選考の結果、「やっぺやっぺ

広場」と決定を見ました。しかしながら、この通称名については非難や不満の声が多くの市民

から寄せられているのも事実であります。 

 ところで、私は東口広場の通称名の決定過程について調査をいたしましたところ、次のよう

な事実が判明をいたしました。すなわち、通称名の選考委員会での選考過程において、最終的

に「赤れんが広場」と「やっぺやっぺ広場」との２案に絞られたが、２２名の選考委員のうち

の１人から「赤れんがという言葉は、同様の名称の焼き肉チェーン店を連想させる」との発言

があり、投票の結果、１２対１０のわずか２票差で「やっぺやっぺ広場」に落ちついたという

ものであります。 

 それゆえ、このような決定過程を踏まえれば、東口広場の通称名を「やっぺやっぺ広場」に

選んだ理由が、わずか２票差の極めて、大変失礼な物言いかもしれませんが、非論理的で感情



 

的なものであったと考えられ、その意味で、たとえわずかでも人口の増加が続いている本市の

表玄関の通称名にはふさわしいものとは言えず、再考がなされてしかるべきであると判断をい

たします。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 ＪＲ牛久駅の東口広場の通称名については再考をすべきであると考えるのでありますが、こ

のことについてはどのようにお考えでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部長八島 敏君。 

○建設部長（八島 敏君） 牛久駅東口駅前広場の名称の再考についての御質問にお答えをい

たします。 

 牛久駅東口駅前広場の愛称につきましては、昨年の８月に駅前広場整備工事の完了に伴うオ

ープニングセレモニーにて発表をいたしましたところです。 

 オープニングセレモニーは、市主催の竣工式典に続き、市民が組織した実行委員会が企画し

たもので、愛称募集につきましても、同委員会の企画の一つで、市としても将来の広場の利活

用を図る上で必要なものと考え、実施に至ったものでございます。 

 広場の愛称は「やっぺやっぺ広場」と決定され、考案者の方は、かっぱばやしのフレーズと

してなじみもあり、みんなで一緒に楽しくやろうという意味を込めて応募されたとのことであ

りました。 

 愛称の決定は、多数応募いただいた中から愛称選定委員会の審査を経て選定されたものであ

り、その理由は、みんなで広場を活用し、にぎわいを生み出そうという事業目的と一致するも

のとして選ばれたものでございます。 

 以上のような理由から、愛称を選定し直すことは考えてございません。 

 今後も、新しくなった広場がにぎわいを創出し、市民の皆様に愛着を持って活用いただける

よう努めてまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、建設部長のほうから多分に否定的な答弁をいただいたわけであ

りますが、これはやはり最高責任者であるところの市長に見解を求めたいと存じます。市長は、

この「やっぺやっぺ広場」という名称についてどのようにお考えですか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 私のほうからは、「やっぺ」というのは地方の方言と思います。やは

り方言というのは地方の財産でございますので、その財産を大事にしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 



 

○２２番（石原幸雄君） 当面、民主的に決まったものだから変更したくはないというお考え

のようでありますので、次の質問に移らせていただきます。 

 また、このこととあわせてお尋ねをしたいのは、東口広場の案内表示板等への外国語の併記

についてであります。 

 御承知のように、近年、外国からの訪日客の増大が続いており、政府も２０２０年の東京五

輪に向けてさらなる外国人観光客の来日に期待を寄せるとともに、その受け入れ体制の整備に

力を注いでいるものと存じます。 

 一方、訪日外国人の中には本市を訪れる観光客も少なからず存在すると思われることから、

今後は観光案内板等は英語等の外国語を併記することが肝要であると存じます。特に、ＪＲ牛

久駅の東口広場は本市の表玄関の一つであることから、観光案内板やバスやタクシーの案内板

等には英語での案内を併記して、国際化にふさわしい環境の一端を確立すべきであると考える

のでありますが、このことについてはどのようにお考えでしょうか。あわせてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（板倉 香君） 建設部長八島 敏君。 

○建設部長（八島 敏君） 外国人向けの案内板等の英語表記につきましての御質問にお答え

をいたします。 

 御質問のとおり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、外国人の来訪者

が多くなることが想定されるところであり、当市におきましても、シャトーカミヤや牛久大仏

を初めとする観光資源を生かし、多くの方に御来訪いただくことを期待するところでございま

す。 

 当市における案内板、表示板の表示方法につきましては、牛久市公共サインガイドラインに

より、障害者、子供、高齢者、外国人など、サインを利用するさまざまな方に配慮した情報や

表現の仕方を心がけており、外国語表記や視覚的に理解できるピクトグラム表記などを位置づ

けております。 

 牛久駅の東西口は市の玄関口であることから、来訪者への案内は重要なものと考えておりま

す。昨年度完了しました東口広場の整備工事におきましては、英語を併記しました案内板を新

設したところでございます。また、山梨県甲州市と連携し、来年２月に申請を予定しておりま

すシャトーカミヤの日本遺産認定がされることとなれば、日本遺産魅力発信推進事業において

英語表記案内板等に対しても補助金交付による支援を受けられることとなります。 

 今後も、駅周辺や観光地などの案内板、表示板につきましては、ガイドラインに基づき、よ

りわかりやすい案内ができるように努めてまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 



 

○２２番（石原幸雄君） それでは、最後に第５点目といたしまして、住民の移送手段につい

て２項目のお尋ねをいたします。 

 初めは、かっぱ号の運行ルートの見直しについてであります。 

 御承知のように、カッパ号は現在、台数が５台かつ６ルートで運行されております。ちなみ

に、平成２８年度について、かっぱ号の年間の総事業費は７，９３５万４，１７７円でありま

すが、そのうちの国庫補助金が１，１４４万８，０００円、本市の負担金が４，１８４万１，

０００円であるのに対して、年間を通しての利用者の総数は２９万６７０人で、運賃収入は税

抜きで２，６０６万４，２３８円であると認識をいたしております。 

 一方、本市の西部地域には、かっぱ号の運行ルートから外されている地域があり、そのため

に高齢者を中心とする当該地域住民から、平日の移動手段がなくて困っているとの声が聞かれ

るのであります。 

 ところで、日常生活における西部地域住民の移動手段として、公共交通は不可欠であること

は論をまたないところでありますが、本市の現下の財政事情等を考慮した場合、デマンドタク

シー等による対応ではなく、やはりかっぱ号での対応がベターであり、その意味で本市の西部

地域住民の日常生活上の移動手段の確保策としては、かっぱ号の運行ルートの見直しが必要で

あると判断をいたします。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 日常の移動手段の確保を求める西部地域住民の声に配慮して、同地域のかっぱ号の運行ルー

トを見直すべきであると考えるのでありますが、このことについてはどのようにお考えでしょ

うか。お尋ねをいたします。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） ただいまの西部地区のかっぱ号のルート見直しに関する御質

問にお答えいたします。 

 公共交通手段ごとの運行経費に関しましては、ただいま御質問の中にありましたように、コ

ミュニティバスはデマンド型乗り合いタクシーより低コストであり、近隣市町村の事例を見ま

しても１人当たりの運行経費は低くなっております。 

 平成１５年７月１日から本格運行を開始したコミュニティバスかっぱ号ですが、当時は城中

ルートとして、新地地区に庄兵衛新田、新地公会堂、新地坂下、弘化新田の４カ所の停留所を

設置しバスを運行しておりました。その後、平成２０年４月１日の改定で、利用者が少ないこ

とを理由にルートを廃止した経緯がございます。 

 また、かっぱ号の新規ルートの開設につきましては、平成２８年６月に策定しました牛久市

地域公共交通網形成計画の中で、「ひたち野うしく駅周辺での必要性を検証し、導入を検討す



 

る」ことを最優先事項と位置づけしております。このため、新たなルートの見直しは、まず、

ひたち野うしく駅周辺ルートから着手することとなります。 

 市としましても、高齢化に伴う公共交通確保対策は重要な施策の一つと考えており、新地地

区におきましても公共交通確保の重要性は認識しているところです。 

 しかしながら、その手法につきましては、コミュニティバスやデマンド型乗り合いタクシー

など複数の手法があることから、コストの面や担い手の問題、法制度の適合性などを慎重に調

査研究して推進していく考えでございます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、部長のほうから、西部地区のかっぱ号のルートについては見直

しを行わずに、その他の手法をもってどうしたらいいのかということの調査研究に努めていく

という趣旨の答弁であったと思いますが、それはいつごろまでに調査研究をするのか、その時

期について明確にお示しを願えれば幸いであります。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） ただいまの再度の御質問にお答えいたします。 

 時期と申しましてもなかなか明確にお答えすることはできないと思うんですが、新地地区の

実際の皆様の声を調査してやっていきたいと思っています。 

 また、コミュニティバスにつきましても、新地地区の弘化新田等ですね、あの辺の調査等も

含めて進めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、話題に出た地域は、西部地区の中でもやはり高齢者が多い地区

であろうと思います。これは余り時間がないんですね。焦眉の急なんです。それで、今年度中

にやる予定はありませんか、その調査並びにその対処方法について。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） まず、こちらの地区のルートを廃止した経緯としまして、平

成１８年の８月と２月に２カ月間にわたりまして調査をやりました。その中で乗降客が、先ほ

ど申し上げました停留所で見ますと、弘化新田バス、こちらは２カ月間での乗降客が１１名と

いうことでした。それと、新地公会堂での乗降客が２カ月間で１８名。また、新地坂下、それ

と庄兵衛新田のバス停に関しましては、利用者はゼロという結果もございました。 

 ただ、情勢とかが変わっていると思いますので、早急に現場の中に入って、皆さんに声を聞

いて進めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） これもやはり大事な問題ですので、市長に見解を求めたいと思いま



 

す。このかっぱ号のルートの見直しはしないということなんですけれども、この地域住民の移

送手段については、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） まず、私は職員に現場をちゃんともう一度把握しなさいということを

言っております。ですから、その中でちょっと知恵を出せば解決することなのかなと。そうい

う部分も私は多くあると思います。まずそういうところから手をつけて、そしてこの公共バス

のあり方、今度そういう課をつくりましたので、これは私がしっかりとこれから指示をしてい

く、ただ、やっぱり今５台ということで予算的にも制限がございますので、でもその中でも何

か知恵を出せば、もうちょっと市民の皆様にも多く使っていただく交通手段であるのかなとい

うことを思っております。よろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 続いて、高齢者移送サービスモデル事業のあり方についてお尋ねを

いたします。 

 御承知のように、平成１８年度に開始された高齢者移送サービスモデル事業は、現在、牛久

市社会福祉協議会と市内のＮＰＯ法人との２つの団体で行われております。しかしながら、本

事業は事業開始から１１年が経過をしているにもかかわらず、相変わらずモデル事業としての

位置づけのままであり、そのことが大いに疑問であると同時に、行政の怠慢ではないのかと指

摘する声が聞かれるのであります。 

 ところで、モデル事業という場合、一般常識では１年ないしは２年程度の時間の経過を意味

する場合がほとんどであることを踏まえれば、本市の高齢者移送サービスモデル事業は極めて

異例であると言わざるを得ないのであります。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 高齢者移送サービスモデル事業について、長期にわたってモデル事業を続けてきた理由は何

か。そして、この際、モデル事業としての位置づけを即刻に見直し、本事業に移行すべきであ

ると考えるのでありますが、このことについてはどのようにお考えでしょうか。あわせてお尋

ねをいたします。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） ただいまの牛久市高齢者移送サービスモデル事業の本事業化

に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、旅客運送は、道路運送法第４条第１項に定められております「一般旅客自動車運送事

業の許可」を得て行うこととなっております。さらに、同法第７８条には、「自家用自動車は、

法に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない」ことも定められております。 



 

 法で認められている自家用自動車を使用して行う運送サービスには、道路運送法施行規則第

４９条第１項第２号に定める公共交通空白地有償運送及び同条同項第３号に定める福祉有償運

送がありますが、「実費の範囲内かつ営利とは認められない範囲の対価」、これによって行うこ

ととされており、加えて、サービス提供地域や利用者も規定されております。 

 御質問にあります牛久市高齢者移送サービスモデル事業は、バス、タクシー等の公共交通機

関を利用することが困難な高齢者の外出の利便を図るため、地域のボランティアの参加と協力

を得て行われている移送サービスでございます。 

 この事業では、道路運送法第４条第１項に定められております「一般旅客自動車運送事業の

許可」、それを得ていないボランティアに高齢者の移送をお願いしているため、モデル事業と

して平成１９年２月１日から対象地区や利用者を限定して実施しております。 

 このため、現在この事業を全市的に展開していく考え等はございませんので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、部長のほうから、このモデル事業について法律の基準も含めた

御説明をいただきましたが、やはりこの「モデル事業」という響きに私はある意味問題がある

んじゃないかなというふうに考えております。 

 であるとするならば、実態はともかくとして、少なくとも行政のやるべきこととしては、

「モデル事業」という呼称は見直すべきであるというふうに考えますが、この点についてはい

かがですか。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） 御指摘のとおり、将来的にはこのモデル事業を整理、発展さ

せて、ボランティアが実費だけで行うボランティア移送やデマンド型乗り合いタクシーなどの

デマンド型公共交通を、コストの問題や担い手等の問題、それと法制度の適合性などを調査研

究して進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 部長、その将来とか、言っている時間の余裕は余りもうないんです

よ。その「モデル事業」という言葉そのものを即刻見直すべきだと思いますが。再度質問いた

します。いかがですか。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） それにつきましても、何分、法の決まりがございますので、

それをクリアできるような形を考えて研究してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 



 

○２２番（石原幸雄君） それは、どうですか、今年度中にやりますか。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部長飯泉栄次君。 

○経営企画部長（飯泉栄次君） なるべく早く、今年度中にも着手したいと思っております。

ただ、それが、「モデル事業」という名前が変更できるかどうかというのは、ちょっと法的な

問題もありますので、はっきりとは申し上げられない時点です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 私としては、少なくても「モデル事業」という言葉の見直しを早急

にやっていただけるものと大いに期待をいたしまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で石原幸雄君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１３時２５分といたします。 

                午後０時２２分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後１時２３分開議 

○議長（板倉 香君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、２１番小松崎 伸君。 

      〔２１番小松崎 伸君登壇〕 

○２１番（小松崎 伸君） 無会派の小松崎 伸でございます。 

 本日３点について質問をいたします。よろしくお願いをいたします。 

 まず、１番目といたしまして、道路の維持、補修についてということでございます。 

 道路整備事業に欠かせないのが、国の補助金、交付金であります。この交付金の交付率も毎

年大きくかつ確実に下がってきており、自治体にとりましてはまさに厳しい状況にございます。

例えば、道路整備全般を対象事業とする旧まちづくり交付金におきましては、牛久市のピーク

の平成２３年度は５億８，７００万円だったものが今年度廃止となりました。今後も国からの

交付金が持ち直すシミュレーションは描き切れないと思料をいたします。 

 しかしながら、茨城県議会では、３月議会で知事提出予算を議員提案で２億３，０００万円

増額修正をいたしました。これは、茨城県議会の長い歴史の中で初めての出来事であります。

この増額修正２億３，０００万円のうち、２億円が道路改修の予算であります。特に陥没によ

る事故の増大やひび割れ、除草回数の減少、横断歩道などの白線が消えて危険であることに対

しまして、県民からの要望、苦情がとても多いことが挙げられました。牛久市におきましても、

道路の整備につきましては市民の要望は極めて多く、その要望にしっかり応えるのが行政の使



 

命であります。 

 牛久市の整備状況は、平成２８年で舗装率が６８．８％、改良率が５８．５％であり、また、

その多くは幅員が狭いこともあり、改めて計画的、組織的に整備を進めていく必要があります。 

 そこで、質問いたします。 

 まず、①といたしまして、道路建設課と道路維持課統合の目的ということでございます。今

年度この２つが統合になりました。道路につきましては市民要望が極めて多いわけでございま

すが、今回の統合の目的とその具体的な目標についてお伺いします。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 当該統合は、道路の建設と維持補修を一体的に行うこと、組織体制の

スリム化により効率的に事務事業を進めることを目的としたものでございます。 

 具体的には、道路に関する窓口の一本化による市民の利便性の向上、そして共通する事務が

統合することによって合理化されるなど、メリットもございます。道路事業等においても、こ

れまで以上のサービス提供を目標としたものでございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 続きまして、この統合によりまして、当初道路維持課の分担事務

でありました「道路附帯設備の維持及び修繕に関すること」、そして「道路用物品の検収に関

すること」、この２項目が削除されておりますが、この件についてお聞きをいたします。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 牛久市行政組織規則の道路整備課の事務分担につきましては、担

当課とも調整をいたしまして、文言の整理として、「道路附帯設備の維持及び修繕に関するこ

と」、「舗装用物品の検収に関すること」の２つの項目を削除はしておりますが、実施する業務

を変更するものではなく、これまでと同様の事業の実施を行ってまいります。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、この統合によりまして、きめ細やかな市民サービスは

後退しないか、お聞きをいたします。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 議員の御指摘のとおり、道路行政の重要性につきましては十分認

識をしております。統合によりまして、道路に関する窓口の一本化によります市民の利便性の

向上のほかに、共通する事務の統合により効率化が行えるなどのメリットがございまして、そ

のメリットを生かすことによりまして、道路事業においてこれまで以上のサービスの提供が可

能になると考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 



 

○２１番（小松崎 伸君） これまで以上のサービスが可能になるということで、部長、よろ

しいですね。 

 それでは、今後対応していく職員ですね、この職員についてはふやすという考えはあるかど

うかをお聞きします。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 職員の増員につきましては、組織全体として必要性を判断いたし

まして計画的な増員を図ってまいりますので、御理解をお願いいたします。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） この職員に関しましては、もちろん優秀な職員を必要とするわけ

でございますけれども、この現状、職員がちょっとなかなかとれていないというふうな話もお

聞きしますけれども、その点、今後どういうふうにお考えかお聞きします。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 今の議員のお話のとおり、職員数につきましては、今、特に若い

世代が非常に少ない状況になっております。また、専門職、建設部門において職員数が少ない

ことは認識しておりまして、今年度も採用試験にそういった者の募集をしているところでござ

いますので、今後計画的にそういった者の増員を図っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、②といたしまして、タウンミーティングでの行政区要

望への対応ということでお聞きをいたします。 

 タウンミーティングにおきましては、道路の維持補修の要望が一番多いわけでございますけ

れども、改めて市の基本的な考え方をお聞きいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） タウンミーティングにおける道路補修の要望に対する市の基

本的な考え方につきまして、お答えいたします。 

 市内の道路状況につきましては、昭和５０年代の大規模宅地開発などによる道路が約４０年

の歳月を経まして、近年、路面や側溝などの道路の老朽化が顕著にあらわれている状況でござ

います。 

 議員御指摘のとおり、タウンミーティング時において、最も身近な社会インフラである道路

につきまして非常に関心が高く、老朽化による応急的な補修や、また、側溝の入れかえなどを

含めた大規模な修繕工事に関する要望が多数寄せられている状況にあります。 

 道路の維持補修に対する市の基本的な考えといたしまして、緊急に対応しなければならない

破損箇所につきましては日常の補修業務において早急に対応し、また、今後さらに進む老朽化



 

に備えまして、破損した箇所を随時補修するなどの従来行っている対症療法型と、今後は施設

の長寿命化に向けた効率的かつ計画的な修繕を実施する予防保全型の維持管理をあわせて実施

するなどして、多様な市民のニーズに応えてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） タウンミーティングにおきまして、道路についての質疑が極めて

多いわけですね。そのため、ほかの実のある重要な課題を話し合う時間がないと。特に行政区

から事前に提出いただいている要望の道路、これの場所につきましては担当部でタウンミーテ

ィング前に現地確認を実行しているかということについてお聞きいたします。 

○議長（板倉 香君） 市長公室長吉川修貴君。 

○市長公室長（吉川修貴君） 私のほうから、タウンミーティングの中で道路の維持補修等に

関する質疑が多いということで、そのほかの重要な課題を話し合う時間がないのではないかと

いう御指摘に対しまして、御説明申し上げたいと思います。 

 各小学校区単位で実施しているタウンミーティングにつきましては、会議の前半で市側から

市政運営における政策についての説明と話し合いを行い、後半では参加行政区から発表された

要望、課題等について話し合うという構成で、年２回実施しているところでございます。 

 参加行政区からの要望、課題等について、ただいま御指摘のあった件でありますが、これら

も行政区にとっては切実な声でもありまして、重要な課題と認識しております。しかしながら、

行政区または小学校区を超えた課題について話し合う時間についても必要であると考えており

ますので、タウンミーティングの進行等につきまして区長会役員会と協議をしてまいりますの

で、御理解賜りたいと思います。以上です。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 要望箇所の事前確認につきまして、お答えいたします。 

 タウンミーティング時で事前にお受けした御要望につきましては、全て担当職員が、また、

内容に応じまして部長、課長も現地確認をした上で、危険な箇所につきましては早急に対応し、

要望内容の確認が必要な場合は事前に区長に聞き取りを行うなどして、要望内容の把握に努め

ております。 

 また、回答の作成におきましては、必要に応じまして再度現地を確認し、写真などをもとに

全ての案件に関し部内で事前に調整を行い、意思の統一を図っているところでございます。 

 タウンミーティング時において、それらの回答とともに「実施の有無や時期、手法などにつ

いて、改めて区長さんと連絡を取りながら行います」という回答をしているところでございま

す。また、事前通告がない要望につきましては、「現地を確認させていただいた上で区長さん

と相談しながら対応する」と、そのような旨の回答をさせていただいています。御理解を賜り



 

たく存じます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） タウンミーティングがスムーズに進められるように事前確認です

ね、これは必ずお願いしたいというふうに思います。 

 次に、毎年同じ場所の道路補修を要望している行政区への進まない原因、進捗状況、今後の

説明は十分であるかどうか、お聞きをいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 行政区への説明についての御質問にお答えいたします。 

 タウンミーティングにおいて御要望いただいた案件に対しては、先ほどの御質問で答弁しま

したとおり、実施の有無や手法などを御説明しております。 

 また、すぐに対応できる案件につきましては、区長と現地立ち会いを行い、御説明等をした

上で対応しているところでございます。 

 しかしながら、事業の実施に際し、費用や期間などが必要ですぐに対応できないような案件

につきましては、タウンミーティング時のみの回答にとどまりまして、説明が十分であるとは

言えない状況にございます。 

 今後、御要望いただいた案件全てに対し十分な御説明をするとともに、区長との連絡を密に

いたしまして、意思疎通を図ってまいりたいと思います。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 次に、行政区の中で特に市の区画整理事業における住宅地がござ

いますけれども、この道路、Ｕ字溝等の整備について市の基本的な考え方をお聞きいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 区画整理事業で整備した道路についての御質問にお答えいた

します。 

 現在、牛久市が管理する道路の総延長は、約７７３キロメートルございます。 

 これらは、道路管理者である牛久市が、道路法第４２条の「道路管理者は、道路を常時良好

な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければ

ならない」と規定されているように、基本的に全ての市道の維持管理は市の責務において実施

すべきものであり、通行量や利用形態等による区分けはあるものの、その他の優先順位等の優

劣はないものと認識しております。 

 したがいまして、市が関与した区画整理事業による道路でございましても、民間等により築

造された道路でありましても、全て同じ道路として取り扱い、維持管理をしていくものと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。 



 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 続きまして、③維持、補修について、今後の年度計画及び中長期

的計画作成ということでございます。 

 年度当初には、道路、排水、河川、下水道事業の計画位置図ですね、これを議員のほうにい

ただいているわけでございますけれども、こちらの行政区への配布、これが行われているかど

うか確認をいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 道路等の建設事業実施箇所の位置図の行政区配布についての

御質問にお答えいたします。 

 建設事業実施箇所の位置図につきましては、予算特別委員会におきまして委員の皆様に当該

年度の事業実施箇所を位置図にまとめまして、委員会時に配付させていただいているところで

ございます。 

 これまで、行政区への配布につきましては、事業の実施において年度当初に国からの各種交

付金の内示がありますが、近年の交付率の低下により、御承認いただいた予算・事業計画どお

りの執行ができないなどの状況となっており、予定と実施の相違が生じていることから、その

取り扱いに苦慮しているところでございます。 

 議員御指摘のとおり、事業の実施に際しては、広く市民の皆様に広報することは非常に重要

であることは認識しているところでございます。 

 つきましては、今後、交付金に左右されない補修工事等につきましては、年度当初に区長に

配布することとし、交付金による事業につきましては、前述のような状況であることから、そ

の広報の仕方等について十分検討し配布をしてまいりたいと思いますので、御理解を賜りたい

と存じます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、今、次長の答弁がありましたように、できる限り配布

のほう、情報の提供のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、危険箇所、緊急対応を優先するのは、これは当然でございますけれども、重立

った道路計画以外のタウンミーティングで出てくるような箇所、道路維持補修につきまして、

行政区においても今後の計画が把握できるように、中長期的計画作成を提案いたしますが、こ

の点をお聞きいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 今後、中長期的な計画を作成し、補修工事を実施すべきであ

るという御質問にお答えいたします。 



 

 現在、道路事業に対する国からの交付金につきましては、これまでは、道路の新設や拡幅整

備など、新しくつくることに重点が置かれておりましたが、近年、通学路の安全対策や高度経

済成長期に築造された構造物、特に橋梁などの重要構造物の長寿命化対策など、防災、安全を

意識した交付金にシフトしております。また、現在のところ、市民からの御要望の多い、特に

生活道路の大規模修繕工事等に対する交付金はない状況にあります。 

 今後は、牛久市内におきましても、橋梁などの長寿命化対策や、また、老朽化が進む既存団

地を中心とした側溝を含めた道路の修繕が特に重要であると考えております。 

 したがいまして、道路の新設・拡幅整備や通学路の安全対策、また、橋梁等の長寿命化対策

など、交付金で実施できる事業につきましては、引き続き交付金を得て事業を実施してまいり

ますが、市民から要望が非常に多い既存団地などの大規模修繕事業については、現段階では交

付金が見込めないため、一般財源による事業展開を実施すべく、関係部局と協議調整し、財政

事情などを考慮した資金計画や費用対効果などを総合的に勘案した中長期事業計画を作成の上、

平成３０年度予算へ反映してまいりたいと考えております。御理解を賜りますようよろしくお

願いいたします。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、前向きな答弁、ありがとうございます。そういった形

で具体的に行政区の方にもしっかりと把握できる、わかりやすいような形で提示をしていただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２番目の市役所脇近隣公園についてということでございます。この公園は、昭

和５６年から平成８年までの約１４年にわたり施行された牛久駅東特定土地区画整理事業によ

り整備されたものであります。名称は「近隣公園」でありますけれども、都市計画における近

隣公園の位置づけはなく、一般公園の一つとして管理されているものであります。 

 ①といたしまして、まず公園内の整備でございます。 

 まず、この公園はアップダウンが多いことから、特に高齢者、車椅子の方々にとりましては

階段が気にかかるのは当然でございます。階段をスロープにできる箇所は改善しまして、牛久

市が本当に人に優しいまちであること、これを実感してほしいというふうに思いますが、まず

はこの点を質問いたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） ただいま御質問の市役所脇近隣公園についてお答えをさせてい

ただきます。 

 当該公園は、牛久駅東特定土地区画整理事業により、整備前の地形を利用して雨水の調整機

能をあわせ持つ公園として整備され、平成７年に完了したものでございます。 



 

 公園施設としては、池を中心にステージ、公園を回遊できる園路、ベンチが配置され、「か

っぱまつり」や「鯉まつり」など、各種イベントにも利用されているところでございます。 

 議員の御質問にございます階段のスロープ化につきましては、現在の北側階段部は従前の地

形を生かして雨水調整機能を確保したために高低差が大きく、現在の地形のままスロープにす

ることは難しいというふうに考えているところでございます。また、北西側階段部につきまし

てはスロープによる園路が設置されておりますので、こういう形で御理解を賜りますようよろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 階段ですね、あとは真ん中のあの２つ橋がありますよね。橋があ

りますね。あのところについては、いわゆる大きな階段等ではありませんので、あの部分につ

いては改良の余地があると思いますけれども、後で検討してみていただきたいというふうに思

います。 

 次に、水上舞台ですね、舞台正面の池、特に池の南側につきましては、その周辺に柵がなく

危険であることから、改善が必要と思われますが、この点、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、池の南側には園路が配置されており、柵などは設置されておりません。 

 池の周囲については、水面までの高低差がある雨水の流入口及び橋になっている部分のみ柵

が設けられております。北側の高低差のある斜面については、イベント時の安全対策としてロ

ープを張り、転落を防止する措置をとっておりますが、ステージやその他の部分については、

柵などの施設はなく、水辺付近まで近づくことができるようになっております。 

 市内のほかの公園におきましても、水辺を有する公園がございますが、基本的には同様の管

理方法となっており、利用者の皆様が水辺と親しめる場所として利用されており、現状の施設

において利用者の皆様が安全に利用できるよう努め、今後の利用状況を見ながら、必要が生じ

た場合には安全対策を検討してまいりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、次にこの池にすむ魚や鳥の生態の把握、対応、及び水

質の衛生管理について伺います。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 当該公園の池にはコイが生息していることを確認しております

が、鳥などその他の生態については把握をしておりません。 



 

 また、水質の衛生管理につきましては、この池はポンプにより常にろ過水が循環する仕組み

となっております。ポンプの点検とあわせ、ろ過材の洗浄状況などの管理も専門業者により年

２回実施し、適正な維持管理に努めているところでございます。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、今後この広場への遊具の設置は考えているのか、お聞

きをいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 広場への遊具設置についてでございますが、現時点においては

新規に設置をする予定はございません。 

 今後、設置の要望があった際には、イベント開催時に必要となる広場の利用スペースとの兼

ね合いや市内公園の各遊具の更新予定などと調整し、必要に応じて検討を進めていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、要望を出しますのでよろしくお願いします。 

 イベント時も含め、当然、安全・安心な公園として市民に市の中心部としてこの公園を利用

いただくためには、公園の西側への歩道設置が必要と思われますが、この点をお聞きいたしま

す。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 公園西側への歩道の設置につきましては、隣接する市道２７１

６号線の幅員が６メーターであることから、歩道を設置するためには近隣公園内に設けること

となりますが、そのためには公園内の大切な植栽を数多く伐採しなければならず、また、一部

構造物の撤去、改修も必要になってまいります。 

 これらに加え、仮に公園部分に歩道を設置することができましたとしても、公園からぶどう

園通りまでの歩道の連続性がとれないことから、設置は難しいというふうに考えておりますの

で、御理解を賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） わかりました。また後でいろいろ考えながら要望いたします。 

 鯉まつりで魚のつかみ取りをする場所がございます。これを常時子供の水遊びの場にできな

いかという質問でございます。水遊びの場ということですので、公の公園がいっぱいございま

すけれども、その中でこの牛久市の中心地であります市役所とシャトーの間に挟まれているこ

の公園、ここで水遊びができるということは非常にイメージ的にも子供、そして親子連れが来

るというふうな形になりますので、この点、水遊びの場にできないかお聞きをいたします。 



 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 公園への水遊び場の設置につきまして、市といたしましても、

小さな子供たちが水遊びできる場所を提供できないか検討してきているところでございます。

水源は井戸水の利用を考えておりますが、水質に問題があり、飲料水に適さないことから、そ

の対策と給水方法や安全性が確保できる場所を選定して整備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 使用に当たっては、期間や時間を限定した上での利用を考えておりますが、多くの子供たち

が喜んで利用してもらえる場所となるよう心がけてまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、今、次長の答弁がございましたけれども、整備を進め

ていくということでよろしいんですね。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 先ほども御答弁させていただきましたが、水質等に問題点がご

ざいますので、そういったものなどの解決策、それと給水方法ですとか安全策、安全性がとれ

るような場所の確保、そういったところも含めて検討しながら整備を進めていきたいというふ

うに思います。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、②といたしまして、施設としての機能でございます。 

 もともとの地形から、雨水の調整機能及び公園機能をあわせ持つ施設として整備されたとい

うことでございますけれども、まず中の島、中の島というのは石が点々としているところです

ね、中の島西側の広いコンクリート部分につきましては、数年前に改修工事を実施いたしまし

たが、施設としてその効果検証についてお伺いします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） ただいまの中の島の西側の広いコンクリートの部分につきまし

ては、雨水調整機能を持たせるため地盤が低くつくられており、排水ますはありますが、コン

クリート面のところどころが経年変化と思われる沈下により降雨時には大きな水たまりができ、

何日にもわたり公園の使用に支障を来していたところでございます。 

 その状況を解決するために、複数の側溝を設置し、既存の排水ますに接続したことで、雨が

多量に滞水することがなくなり、公園の利用観点から十分な効果を発揮しているものと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 続きまして、気象状況が大きく変わってきた中で、豪雨の際の雨



 

水の貯留、そして排水機能の現状把握、今後の対応についてお伺いをいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） この公園の雨水調整池の機能につきましては、常磐線から東側

の中央地区一帯の雨水は公園北側の市道の下に埋設されている雨水管を通じて柏田川を経由し、

小野川に放流されております。雨水管の流量が一定量を超えた場合には、公園内の池に流入さ

せて流量を調整する施設となっております。 

 雨水が流入したのは、昨年度の例ではゲリラ豪雨の際、２回ほど上流側のコンクリート部分

まで流入した経緯がございます。 

 よって、雨水調整池の機能は適正に機能しており、今後も適正な維持管理に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 続きまして、公園機能としていわゆる各種イベントに対応する公

園でございますけれども、その機能活用について市の所見をお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） 議員御質問のとおり、市民の皆様の日常的な利用のほか、各種

イベントにも利用されている公園と認識しております。 

 これまでも市民の皆様が楽しみにしているイベントが開催されてきておりますが、将来に向

けて、より利活用が増進するよう、公園の利用状況などを継続的に確認して、園路などの施設

の更新時などに合わせ、より効果的な改修ができるよう検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、③といたしまして、現在の利用状況検証と今後の利活

用ということでございますけれども、現在の利用状況把握についてはわかりました。 

 今後の利活用につきまして、牛久市役所とシャトーの間にあり、まさに牛久市の中心でござ

います。牛久市のイメージと直結するものでありまして、今後の利活用について所見をお伺い

いたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） この公園は市街地の中心に位置しており、隣接する市役所駐車

場からも利用できることが、議員の御質問のとおり、この公園の利点であると考えております。 

 このような立地の特性も生かし、市のイベントのみならず、市民団体などの活動の場、周辺

で生活する市民の皆様の憩いの場として、より利活用が進んでいくよう、公園利用状況等を継

続的に確認し、検討を進めてまいりたいと思います。以上でございます。 



 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 続いて、３番目でございます。高齢者運転免許自主返納支援制度

についてでございます。 

 高齢者による悲惨な交通事故が後を絶ちません。その中で、各自治体では運転免許証自主返

納を支援する取り組みが行われております。県内の自治体の中では、お隣の龍ケ崎市が年齢７

０歳以上を対象にコミュニティバスの無料乗車券を支給しております。支援決定日から１年間

有効であります。また、守谷市でも、コミュニティバスや路線バスの回数券を２万円まで支給

いたしております。さらに、つくば市や日立市では、バスの回数券に加え、タクシーの乗車券

を支給しております。全国の自治体の中では、サポート加盟店の協力によりましてスーパー、

眼鏡店、ホテルなどで特典が受けられる支援をしている自治体もございます。 

 それでは、①といたしまして、現在、牛久市で支援制度で支給されるものということでござ

います。 

 牛久市では、平成２７年８月からこの制度はスタートいたしました。現在、支援制度で支給

されるものといたしまして、まず、かっぱ号回数乗車券がございます。そして、もう一つは、

奥野地区過疎地有償運送利用券であります。ただし、こちらは小坂団地を除く奥野地区にお住

まいの方のみの利用となっております。この２つのいずれかで上限２万円分の支給となります。 

 さて、実際かっぱ号が近くを通らず、その回数乗車券を全く使用できない市民が多くおりま

す。この点、牛久市の所見をお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） ただいまの質問にお答えします。 

 近年、高齢者の運転操作ミスが起因となる交通事故が多数報道されており、大きな社会問題

となっております。 

 牛久市では、平成２７年８月から高齢者が運転免許を自主的に返納した際の支援制度として、

牛久市コミュニティバスかっぱ号の回数乗車券または奥野地区過疎地有償運送の利用券を２万

円を上限に支給しております。 

 この支援制度は、運転免許を返納したことにより不便になる移動手段の一助のほか、市が運

営する牛久市コミュニティバスかっぱ号や奥野地区過疎地有償運送を利用していただくことに

より、利用者の増加に伴う経営的な側面でも意義があるものと考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） それでは、②といたしまして、支給されるものとして新たに市内

タクシー券を加える提案ということでございます。 

 先ほど申し上げましたように、タクシー券を支給している市町村もございます。そこで、現



 

在、牛久市の支援制度で支給されているものに加え、タクシー券の支給を提案いたします。タ

クシー券であれば市内全域で緊急時はもとより、さまざまな状況で利用することができます。

支給に当たっては、警察署やタクシー協会等、関連団体との協議も必要かと思いますが、地域

の実情、高齢者の現状を十分考慮した支援制度が必要と思料をいたします。本件の提案に対し

て、牛久市の所見を求めます。 

○議長（板倉 香君） 市民部長高谷 寿君。 

○市民部長（高谷 寿君） 県内で運転免許証を返納した高齢者に対し、タクシー利用券の支

給またはタクシー利用に係る助成等を実施している自治体は、９自治体であります。 

 小松崎議員御提案のタクシー利用券につきましては、既に実施している自治体を参考に調査

研究してまいりたいと考えております。 

 牛久市としましては、この支援制度を広く周知して、高齢者の自動車運転による交通事故防

止につながればと考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 小松崎 伸君。 

○２１番（小松崎 伸君） 今、部長のほうから答弁がございましたけれども、地域の実情、

そして高齢者の現状、かっぱ号の回数券を全く使えないでたんすにしまってしまうというふう

な現状がございますので、調査研究をスピードアップして、よろしく前向きにお願いしたいと

いうふうに思います。 

 それでは、以上で私の質問を終わりにします。 

○議長（板倉 香君） 以上で小松崎 伸君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１４時２０分といたします。 

                午後２時０８分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後２時１９分開議 

○議長（板倉 香君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１３番山本伸子君。 

      〔１３番山本伸子君登壇〕 

○１３番（山本伸子君） 皆様、こんにちは。山本伸子でございます。 

 今回、私は青少年、若者と言われる人に主にスポットを当てて質問してまいります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 昨年度策定されたいばらき青少年・若者プラン（第２次）では、基本理念を「青少年・若者

の健やかな成長と自立のために」とし、重点目標を３つ掲げています。その重点目標の中から



 

質問させていただきます。 

 まず、重点目標１「若者の活動等への支援」の中から、若者への就業支援の現状について伺

います。 

 牛久市も、高校卒業後、進学や就職で牛久市を離れ、都心に出ていった若い人たちが戻って

こないという状況があります。子育て、教育に力を入れ、医療費の無料化、児童クラブ、放課

後学習などで支援をしても、納税者となってから地元に戻らず、他の地域で就業してしまう大

変残念なことが起きているとも言えましょう。 

 一方で、職住近接を望む人がふえてきています。市内の就業している人のうち、県外で就業

している人が２０００年には１万人だったのが、２０１０年には８，５００人と減っているの

に対し、県内の他市町村で就業している人は、２０００年は１万３，５００人であったのが、

２０１０年には１万５，７００人とふえています。特に女性が働く場合、仕事と家庭の両立の

ためには、子供が何かの場合にすぐに対応できる自宅の近くで仕事ができることは好条件とな

り得ましょう。 

 そこで、まず１点目ですが、市で行っている就業支援にどのようなものがあるのでしょうか。 

 また、今年度、商工会の運営を助成するとして、中小企業活性化事業で２００万円が補助金

として計上されております。その中で就職フェア等の開催支援がありますが、その内容につい

てもお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 環境経済部長山岡康秀君。 

○環境経済部長（山岡康秀君） 牛久市の就労支援につきまして、現在、牛久市内の中小企業

をメーンとした求人情報について、ハローワーク龍ケ崎から情報提供を受け、毎週月曜日に市

ホームページで紹介するとともに、総合案内の情報公開コーナーで配布しております。 

 また、県が主催する就職面接会や就職セミナーのうち、牛久市内や土浦市、つくば市など、

近隣で開催されるイベントの情報を広報紙に掲載しております。 

 さらには、３９歳までの無業者を対象とした就労支援を毎月１回、今年度はひたち野リフレ

において行っております。この事業は、「いばらき県南若者サポートステーション」という名

称で、就職に悩む若者やその家族に対して就職活動への助言や相談業務を行うもので、国、県

及び民間団体と連携して開催しております。 

 次に、今年度牛久市商工会が開催を予定しております就活フェアについてお答えします。 

 市内の中小小規模事業者において個別に募集しても、適した人材の確保が困難であるなど厳

しい状況にあることから、商工会が窓口となり、人材不足で悩む会員事務所を初め、合同の就

職説明会を開催するものでございます。商工会に確認したところ、開催は来年の３月を予定し

ており、開催場所はエスカードの４階、参加企業は約２０社を考えているということでござい



 

ます。牛久市役所もその中の一事業所として参加する予定でございます。また、市内工業団地

内の企業などにも声をかける予定だと伺っております。 

 就職希望者の参加人数は約８０名を見込んでおり、商工会だより、ホームページ、市広報紙、

ＦＭうしくうれしく放送、かっぱメール等で周知するほか、市役所、ハローワーク、その他公

共機関、牛久駅、ひたち野うしく駅などにチラシを設置するとのことでございました。また、

近隣の大学や専門学校と連携をとり、学生にも広く呼びかける考えです。 

 牛久市におきましても、開催のＰＲにとどまらず、商工会と連携を密にし、就活フェアの成

功に向け応援して支援してまいりたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 商工会でこういった就労支援を行うのが初めてと伺いましたので、

成功裏に終わることを期待しております。 

 それでは、次に、特に若い人の就労支援に特化した「土浦わかものハローワーク」と、先ほ

ど御答弁にもありました「県南若者サポートステーション」についてお聞きいたします。 

 「土浦わかものハローワーク」は、おおむね４５歳未満の正規雇用を目指す人を対象にした

ハローワークで、職業紹介だけでなく、応募書類や面接の支援、職業訓練などを行っているそ

うです。駅に直結しているので、車のない人などがよく利用しているということでした。 

 また、「県南若者サポートステーション」はつくば市にあり、ここでは職業の紹介はしてい

ないのですが、さまざまな理由で仕事をしていたけれども退職してしまった人や、働きたいけ

れども自信がなく、あと一歩が踏み出せないという人などに対して、カウンセラーが相談に乗

り、支援プランを作成し、自立への道筋を立てています。牛久ではここの紹介を毎月１日号の

広報紙に掲載しているので、牛久市の利用者が多く、大変感謝していると代表の方もお話しさ

れていました。 

 今、市のホームページには現在、ハローワーク龍ケ崎の求人情報が掲載されているのみです

が、この「土浦わかものハローワーク」と「県南若者サポートステーション」などとの連携は

どのようになっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 環境経済部長山岡康秀君。 

○環境経済部長（山岡康秀君） それでは、「いばらき県南若者サポートステーション」につ

いて御説明します。 

 厚生労働省の「地域若者サポートステーション事業」を実施している機関は、全国に１６０

カ所、県内では水戸市、筑西市、つくば市の３カ所に設置されております。県南地区は、つく

ば市を拠点として国の委託を受けた民間団体が運営しております。 

 事業内容としましては、働くことに悩みを抱えた１５歳から３９歳までの若者に対し、キャ



 

リアコンサルタントなどによる職業的自立に向けた専門相談、コミュニケーション訓練などに

よるステップアップ、協力企業への職場体験など、就職への不安を軽減して就労につなげるサ

ポートをしております。 

 牛久市では、平成２５年６月から出張相談を毎月１回、第３火曜日に実施しております。市

では会場の提供を初め、毎月１日号の広報紙に相談開催のお知らせ記事を掲載し、事業の周知、

広報の支援を行っております。相談件数は、平成２７年度３９件、平成２８年度３６件となっ

ており、実際に就職した人数は、平成２７年度で１１名、平成２８年度で６名でございました。

また、厚生労働省の茨城労働局、県職業能力開発課、国の委託を受けた民間団体、各県南市町

村担当者が一堂に会して、情報交換や勉強会なども行っております。 

 一方、土浦市にある若年者を対象とした「土浦わかものハローワーク」につきましては、ハ

ローワーク龍ケ崎の管轄外ということもあり、これまで連携をとってこなかったことから、若

年層に対する就労支援強化のために市ホームページ等で積極的にＰＲし、情報提供に努めてま

いります。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、最後は雇用・労働支援について質問いたします。 

 全国的に人口減少が進む中、働く若い人を呼び込むために、地元の企業を知ってもらった上

で地元で働くことを考えてもらう取り組みを進めている自治体があります。特に、移住対策を

熱心に進めている自治体では、移住してくる人の仕事を用意しなければならないとわかってい

るので、地元の企業や業界団体と連携して就労対策をしています。 

 今、移住ブームは、いわゆるシニア世代ではなく、現役世代の２０代から４０代が７割にな

っていて、移住後も就労を希望する人が６３％、田舎暮らしから地方暮らしへとその希望も変

わってきているということがＮＰＯふるさと回帰支援センターの調査でわかっています。移住

先を選ぶ条件として、「就労の場があること」が「自然環境がよいこと」を上回っているので

す。 

 ふるさと納税で全国１位でもある九州の都城市では、市が地元企業を知ってもらうため、学

生や保護者が企業を見学する企業巡検を実施しています。地元企業の情報が手に入りにくいと

いう声を受けて昨年度から実施しており、工場を見学したり、その企業に勤めているＯＢの話

を聞いたりするそうです。 

 若者がひとりで就職先を決断するのは難しいものでもあることから、保護者の就活として保

護者も対象としたこの取り組みは、全国ニュースにも取り上げられました。この親に照準を当

てた就活は企業でも同じような動きがあると、先日の茨城新聞にも出ておりました。会社選び

に親の意見も尊重したいという学生も多く、企業がセミナーを通して保護者への働きかけを強



 

めているそうです。 

 今まで自治体は概して就労支援には力を入れてこなかったと思われます。仕事の紹介はハロ

ーワークの役割という考えがあったかもしれませんが、地元にたとえ小さくとも魅力的な企業

はあるということを紹介し、働く機会を提供する、今までよりさらに積極的な施策が必要なの

ではないでしょうか。もちろん、市内ではなくとも、牛久市から通勤圏であるつくば市、土浦

市などとの近隣との連携した就労支援も考えられましょう。少し前から広報紙で「うしく男・

女図鑑」として、市内の男女共同参画に取り組む企業とそこで働く人を紹介していますが、こ

のようなことも一つの企業紹介になるのかと考えます。 

 ところで、公共職業安定所が設置されていない市町村で職業相談、職業紹介等を行う「地域

職業相談室」は国と市町村が共同で運営しています。県内には５カ所あり、県南では、つくば

市と取手市が設けていますが、こういった相談室を設けることも身近な就労支援になると考え

ますが、いかがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 環境経済部長山岡康秀君。 

○環境経済部長（山岡康秀君） 「地域職業相談室」、いわゆる「ふるさとハローワーク」は、

現在、県内では、おっしゃるとおり、つくば市、取手市、ひたちなか市、鉾田市、常陸太田市

の５カ所に設置されております。 

 「地域職業相談室」の設置については、ハローワーク龍ケ崎に確認したところ、ハローワー

クの廃止や統合により利用者が不便を来すような場合や、近隣に「地域職業相談室」が設置さ

れていない場合でないと、設置検討は難しいとのことでした。 

 また、「地域職業相談室」を設置した場合においても、当該相談室での就職件数が１年間で

３２０件以上、また、紹介件数が１年間で７，０００件以上という条件があり、それを達成で

きない場合は相談施設を整備したとしても廃止されてしまうというようなことでした。近隣で

は、既につくば市と取手市に設置されているため、牛久市への設置は優先順位が低いとの回答

でございました。 

 「地域職業相談室」を現段階で新規に設置することは難しい状況ではございますが、引き続

きハローワーク龍ケ崎や関係機関との協力体制を密にするとともに、ホームページ等の広報媒

体を充実させることでより一層の情報提供に努め、今後も若年層を初めとした求職者に対する

雇用の促進に取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 牛久で暮らすことと都内で暮らすことの違いを考えるとき、働くと

いうことをキーワードにすると、やはり気になるのが収入だと思います。東京都の１人当たり

の県民所得は４５０万円に対し、茨城県は３１３万円と低くなってはいますが、首都圏の埼玉、



 

群馬、千葉、神奈川よりも高くなっています。 

 一方、生活コストである消費者物価地域差指数は、東京都が１０４ポイントに対し、茨城県

は９８ポイントと６ポイント低くなっており、物価は安いですし、食料自給率は、東京都は

３％に対し茨城県は１２５％となっており、生産者を身近に感じる豊かな食生活があります。 

 このような茨城、そして牛久という地方都市の魅力を前面に押し出した、働く若い世代への

就労支援を期待いたします。 

 次に、重点目標の２「困難を抱える青少年・若者への対応」の中から、ひとり親家庭で未婚

の人へのみなし適用について伺います。 

 ひとり親家庭のうち、死別や離婚などのひとり親家庭には市・県民税、所得税の寡婦控除が

適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていません。ひとり親家庭として子育

てをする状況に差がないにもかかわらず、所得に応じて使用料が決定する行政サービスを受け

る際の負担額が未婚の場合、高くなったりする場合があります。 

 まず、牛久市が行っているこのみなし適用の対象となる事業と、その適用を受けている人数

をお伺いいたします。 

 また、これらは、本人が申請して適用を受けるものだと理解いたしますが、制度の周知はど

のようにしているのでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 寡婦（夫）控除のみなし適用についてお答えいたします。 

 牛久市において寡婦（夫）控除のみなし適用は、平成２７年４月より開始し、保育料、児童

クラブ負担金など、子育て支援サービスの６事業に適用され、平成２７年度は保育料が３名、

高等職業訓練促進給付金が１名の適用となりました。 

 みなし適用の対象事業は、社会情勢や利用者の現状を反映し、現在は１１事業にふえ、就学

援助費や幼稚園授業料、市営住宅使用料などにも適用されております。 

 なお、平成２８年度は保育料で４名がみなし適用を受けておりますが、保育料以外の事業に

おいては、所得の区分が当初から非課税世帯の区分で算定しているため、みなし適用の対象者

はおりませんでした。 

 みなし適用の周知につきましては、各事業において個別に窓口で負担金等の説明の際に聞き

取りをしているのが現状です。 

 今後、みなし適用を受けられる事業につきましては、ホームページ等でわかりやすく集約し

たものも掲載し、制度の周知に努めてまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 牛久市で対象となっている事業が６事業から１１事業になっている



 

ということでありました。同じようにみなし適用を行っている自治体が多くありますが、その

中でも住宅支援として市営住宅使用料や入居に対しての優遇措置、それを行っているところが

多くあります。生活の安定のためには住宅の確保は重要な要素だと言えますが、牛久市の市営

住宅のひとり親に対する優遇措置はどのようなものなのか、お聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 建設部長八島 敏君。 

○建設部長（八島 敏君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

 市営住宅におけます未婚のひとり親家庭に対する優遇措置といたしましては、まず家賃の減

免または徴収猶予についての定めがございます。 

 これは、平成２６年度に改正しました牛久市営住宅条例の第１６条第４号におきまして、未

婚のひとり親家庭についても、寡婦控除を受けて計算した場合と同様の家賃となるよう家賃を

減免する制度となっております。 

 次に、入居に際しましての優遇措置といたしましては、平成１９年度から前山住宅の入居審

査方法にポイント制を採用し、選考基準表の審査項目に世帯構成として「母子・父子家庭」を

設けております。これにはひとり親家庭で未婚の方も含まれ、ポイントが加算されるようにな

っております。 

 なお、これらの優遇制度の周知に関しましては、窓口に来られたときに世帯構成などをお聞

きした上で個別に御説明をしているところです。 

 現在の市営住宅の状況としましては、市内に８つの住宅団地があり、棟別では鉄筋コンクリ

ート造が１９棟、木造住宅が７９棟、合計９８棟となっております。このうち、木造住宅の建

てかえ基準年数３０年を超え老朽化している４つの住宅団地につきましては、牛久市市営住宅

長寿命化計画におきまして集約、建てかえをその方針としており、入居者が退去した住宅につ

きましては国の補助を受け解体を進めているところであり、今年度は７棟の解体処分を予定し

ておるところでございます。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 四国の高松市では、婚姻歴のないひとり親を対象にした優遇措置を

今年度から新たに２３事業加えました。子供たちが、親の結婚の有無にかかわらず、ひとしく

健康で文化的な生活を保障されることが重要だとして始めたものです。幾つかの自治体を調べ

たところ、横浜市が４０事業、尼崎市が３０事業と多いものから、土浦市が４事業、取手市が

１９事業と県内はさまざまなようでした。 

 少子化と言われる中で子供を持つ家庭に対する支援の一つとして、みなし適用の対象事業を

今後どのように考えていくのか、お聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 



 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） みなし適用の対象事業の拡大についてお答えいたします。 

 現在の社会情勢の中で、ひとり親の支援施策は子供の貧困問題にも影響していくため、市と

しても大変重要な施策と考えております。 

 子育て支援サービスや福祉サービスの利用料や負担金は、細かな所得階層による区分のほか、

課税世帯か非課税世帯かなど、事業により区分が設定されているのが現状となっております。 

 平成２７年度以降、みなし適用が適用される事業は増加しておりますが、親の未婚・離婚・

死別という違いのみで経済的な支援に差が出てしまうことがないよう、市民の視点に立って事

業内容は随時見直していく必要があると考えます。 

 また、みなし適用の制度につきましては、平成２７年度からの新しい制度でもあるため、制

度の周知方法についても他の自治体を参考にしながら進めてまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、２点目として、就学援助費の支払い方法、回数等につい

て伺います。 

 就学援助制度については、３月議会の一般質問でも新入学児童生徒学用品費、いわゆる新１

年生対象の入学準備金の支払い時期についての質問がありました。私は、今回はそれらを除い

た学用品費等の支給時期と支給方法について質問いたします。 

 まず、実費支給になっている校外活動費、修学旅行費などを除いた費用の支給時期と支給方

法についてお尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 就学援助は、経済的に困難な家庭に対しまして学用品費や

給食費など、学校に係る費用の一部を援助する制度でございまして、当市においては、保護者

からの申請に基づき審査を行い、６月に認定し、前期４カ月分を７月に、後期８カ月分を２月

に学校を通じて保護者へ支給しております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） ６月に認定して、前期４カ月分が７月、後期８カ月分が翌年２月、

学校を通して支給という御答弁でした。こういった公的手当の児童手当や児童扶養手当はまと

め支給のため、月々の支出のペースに支給が追いつかず、支給と家計をうまく調整できない人

がいることが昨年問題になりました。 

 支給回数をふやすことは行政の事務負担がふえることでもありましょうが、今、多くの自治

体の就学援助費の支払いはおおよそ年３回、７月、１２月、３月支給となっているようですの

で、せめて年を越す前の１２月に支給をふやし、４カ月ごとのバランスのとれた支給とするこ



 

とはできないものでしょうか。 

 また、就学援助の費目の中に卒業対策費のようなものはありません。卒業アルバム代として

５，０００円程度の補助を出している自治体もあります。小学６年間、また、中学３年間の思

い出としてアルバムを購入する家庭も多いものと思われます。アルバム購入希望者に対して、

アルバム代を援助することについての御見解もあわせて伺います。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 牛久市では、前期・後期の２学期制でありますことから、

学期の決算に合わせまして支給体制を実施しております。支給方法としては、児童生徒在籍校

にて未納教材費等の精算後、残金を支給する形で行っております。学校に来校することの少な

い保護者へ直接個々に手渡しをすることで、お子さんの学校生活などについて情報交換する機

会としても有効でございます。 

 しかし、保護者が約束した日に来校しない、さらに連絡がとれないといった状況があること、

及び回数をふやすことで教員の負担増による学務への影響が懸念されることを考慮し、現在の

２回支給を継続してまいりたいと考えております。その中で入学準備金につきましては、額の

改定や支給時期を入学前とすることができないかなど、前向きに検討してまいります。 

 また、卒業アルバム購入補助につきましては、就学援助費は児童生徒が統一して購入する教

材等の費用に対して援助しておりますが、現在、卒業アルバムは希望購入となっていることか

ら、平成２６年度の見直しの際にも援助費目として追加しておりません。今後、全員が統一購

入となりました際には、援助について検討してまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 済みません。では、アルバムは希望者になっているということです

けれども、今どれぐらいの人が希望して買われているのか、割合とかがわかりましたらお知ら

せください。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 平成２８年度の卒業アルバムの購入の状況でございますけ

れども、市内小学校８校、中学校５校の全体数で申し上げますと、卒業生数が１，４６９人に

対しまして実際にアルバムを購入した児童生徒が１，４６４人ということで、ほとんど９９．

７％は買い求めているという状況でございます。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 平成２６年に見直したということですが、今の平成２８年度の数字

を伺いますと、ほとんどの方が買われているということですので、前向きな御検討をお願いし

たいと思います。 



 

 それでは、中学校の制服やジャージ、副教材費について今回は伺います。 

 市内公立中学校では、５０年間の伝統ある統一した制服が着用されています。男子は標準型

詰め襟服ですので、制服の取扱店であればどこでも購入でき、例えばネットなどでも購入がで

き、学校のマークの入ったボタンだけを購入すると比較的安く抑えることもできます。しかし、

女子の制服はブレザー、ベスト、プリーツスカートとデザインが決まっているため、購入でき

る販売店が限られてきます。 

 そこで、まず女子の制服に関して質問いたします。 

 制服のデザインを決めて製造している業者は何社あるのか。また、制服ができた５０年前か

らそれらの業者とは変わらず契約をしているのでしょうか。また、市内は３カ所販売店があり

ますが、どこも同じ業者から仕入れているのでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 現在の統一された市内中学校の制服は、牛久第一中学校が

昭和３７年に創立されて以来５０年を超える伝統ある制服でございます。男子は黒の学生服、

学生ズボン、女子はブレザー、ベスト、プリーツスカートであります。製造メーカーについて

は、学生服としてスタンダードなスタイルのため、トンボ、カンコー、ユースクラブ、スクー

ルパールの４社が製造し、取扱店それぞれが取引を行っているメーカーより仕入れをしている

状況でございます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 中学生の制服を夏服・冬服一式、また、ジャージなど全てをそろえ

ると約１０万円弱になり、家庭にとっては大きな出費です。なるべく出費を抑えたいと思うの

はやまやまでしょう。 

 京都府福知山市では、牛久市と同じく、全ての中学校が統一した制服となっていて、５年ご

とに業者を見直しているそうです。値段の決め方に透明性を確保するため始めたものだそうで

すが、そのような方法を取り入れることについてのお考えを伺います。 

 また、制服や体操服など、購入する品目とおおよその金額の目安についてや、取り扱ってい

る販売店などについて、大きな出費でもありますので、事前に計画的に準備をしたいという保

護者の方も多くおられます。これらの周知については、各中学校ではどうしているのでしょう

か。あわせてお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 制服の価格等につきましては、製造メーカーが独自に従来

のウール地のものを初め、自宅で洗濯できるものなど、多様な素材の制服を製造しており、生

徒保護者が選択できるよう３万円台から５万円台の価格を販売業者が個々に設定しておりま



 

す。 

 市といたしましては、比較購買が可能である現状の販売形態を継続してまいりたいと考えて

おりますので、価格設定等の見直しをすることは現在のところございません。 

 次に、制服や体操服の取扱店などの情報については、現在、各校で実施される入学説明会に

て準備するものの案内を行っておりますが、学校によっては口頭のみのお知らせでありますこ

とから、今後は取扱店や価格などをわかりやすく周知できるよう検討してまいります。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） では、次に副教材と呼ばれる保護者から集金するものが各学年であ

ろうかと思います。副教材の選定はどのように行っているのか。また、その集金方法、支払い

回数などについてはどのようになっているのでしょうか。また、学年ごと、学校ごとの金額に

ついてお示しください。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長杉本和也君。 

○教育委員会次長（杉本和也君） 副教材は、教科書を補う目的の資料集や問題集などであ

り、各学校において指導の効果を高めるため、地域や学校及び児童生徒の実態等に応じた有益

適切な補助教材として使用するものでございます。 

 選定に当たりましては、平成２６年度文部科学省からの「学校における補助教材の適正な取

扱いについて」の通知に基づき、学校長の責任のもと、教育的見地から見て有益適正な補助教

材を有効に活用することの重要性及び特定の見方や考え方に偏った取り扱いや、保護者の経済

的負担が過重にならないように留意しての選定を行っております。決定後は、教育委員会へ承

認報告を行い、各校で使用しております。 

 副教材費は、小学校は４，０００円から１万２，０００円、中学校は１万円から２万４，０

００円であります。集金は、各校とも口座振替にて４回から１２回に分け、保護者の経済的負

担を配慮した集金としております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、次は「子どもの貧困対策ワーキングチーム」の取り組み

について伺います。 

 子供の貧困が広がっていることが世間でも取り上げられるようになり、牛久市でも昨年度か

ら関係する部署がワーキングチームをつくり、関連する制度にのっとった話し合いを始めたと

伺いました。 

 市内の子供の現状と課題をどのように捉え、この取り組みを進めていくのかを伺います。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 「子どもの貧困対策ワーキングチーム」の取り組みについ



 

てお答えいたします。 

 子供の６人に１人が貧困とされ、さらにひとり親世帯の貧困率も５０％を超える現状の中、

子供の貧困対策は市としても重要な施策と位置づけております。 

 施策の実施については、市の教育委員会と保健福祉分野だけではなく、多様な関係団体との

連携と協働が必要となります。 

 このような背景を受け、平成２８年度より「子どもの貧困対策ワーキングチーム」において

情報を共有し、連携を開始したところです。 

 ワーキングチームでは、子供に関する教育・福祉の関係各課、社会福祉協議会により、勉強

会、情報の共有、改善に向けた提案や調整などを行い、昨年度はフードバンクのきずなボック

スの設置箇所の拡大や無料塾であるかっぱ塾の周知、子ども食堂のバックアップなどを行って

きました。 

 ワーキングチームでは、今後、個別ケースについても切れ目なく連携し、子供の貧困問題に

きめ細かく対応していきたいと考えております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、最後に「地域子供の未来応援交付金」の活用及び「子ど

もの貧困対策に関する計画」の策定に関して質問いたします。 

 茨城県は、昨年度から５年間を期間として「茨城県子どもの貧困対策に関する計画」を策定

し、教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援の重点的に取り組む４つの項目を掲げました。

牛久市でも実態に即した計画を策定するためには、子供の貧困の実態把握のための調査に基づ

き、課題を捉えて効果的な施策に結びつけることが必要となります。 

 そのための補助金として、子供の未来応援地域ネットワーク支援事業がありますが、２月１

７日現在でこの交付金に応募している自治体は都道府県１２カ所、市町村５４カ所にとどまっ

ています。補助率が４分の３で、実態調査、分析、計画策定が行えます。この交付金を活用し

て牛久市でも実態調査をし、計画につなげていくことのお考えを伺います。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 「地域子供の未来応援交付金」の活用及び「子どもの貧困

対策に関する計画」の策定についてお答えいたします。 

 「地域子供の未来応援交付金」は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行後、平成２

７年１０月に内閣府、文部科学省、厚生労働省と日本財団が協力して「子供の未来応援国民運

動」を開始し、同時に企業や個人から寄附金や募金を募り「子供の未来応援基金」を設立して

始まった交付金です。 

 日本財団の自治体向け説明会では、拠点の整備に関する交付金は、実施４年目以降は各自治



 

体の財源に移行すること、対象となるお子さんのさまざまなデータの提供、有効性の実証を確

認するため中学校卒業後の進路、経済的自立までの追跡調査など、個人情報に関する課題も多

くあることがわかり、交付金の活用については慎重に全国の動向を見ているところです。 

 子供の貧困に関する実態調査につきましては、平成２６年１０月に「子どもの貧困対策ワー

キングチーム」の協力を得て実施し、小学校区ごとに就学援助費などの経済的支援を受けてい

るお子さんの割合を調査した経緯があります。その結果、子供の貧困問題は牛久市においても

地域全体で取り組む課題と認識し、以降、特にひとり親の支援に重点を置き施策を実施してい

るところです。 

 また、平成２７年度からは毎年ひとり親のニーズを把握するために、８月の児童扶養手当の

現況届の受け付けの際に簡単なアンケートを実施しております。今年度も内閣府のホームペー

ジで示されている項目を参考にして実施していきたいと考えております。 

 なお、アンケートの結果は、昨年度からワーキングチームの中で報告し、現状の改善につな

げているところです。 

 御質問の交付金の活用につきましては、計画策定の必要性や交付要件の見直しなど、交付金

の内容を注視しながら今後検討してまいります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 交付金を活用するためには個人データの提供、追跡調査というよう

なこともあり、慎重にということですので、今後のワーキングチームの中でも検討いただけれ

ばと思います。 

 ところで、今、小学校区ごとに経済的支援を受けている子供の割合を調査したというお話で

したけれども、その中でひとり親の支援の重要性が浮き彫りになってきたという御答弁でした。

それでは、具体的に支援を受けている中でのひとり親の割合がどれくらいなのか、わかりまし

たらお知らせください。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） お答えいたします。 

 調査結果のうち、支援を受けているひとり親の割合につきましては、まず保育料についてで

すが、市民税非課税世帯１４１世帯のうち、ひとり親世帯として減免制度が適用され保育料が

無料となっている方の割合は１０３世帯、７３％となっておりました。 

 そのほか、生活保護世帯におけるひとり親世帯の割合は７％、マル福制度におけるひとり親

は１９％、就学援助費については２８９世帯のほとんどがひとり親世帯という状況でした。 

 なお、歳末たすけあいにつきましては、３０１世帯のうち１６６世帯、５５％がひとり親世

帯という状況でした。以上です。 



 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 子育て、教育、そして高齢者と、さまざまな支援が求められていま

すが、そこには予算がつかないことには実現できません。では、何から始めるかとなると、エ

ビデンスがあるもの、今の御答弁であれば、ひとり親への支援が必要であるというエビデンス、

つまり調査結果があるわけですから、そこから始めていただきたいと思います。 

 最後は、重点目標の３「青少年を取り巻く社会環境の健全化」の中から、中学校区に設置さ

れている青少年相談員の活動についてお尋ねいたします。 

 牛久市青少年相談員規則によると、相談員は市内の有志とし、市長が委嘱することになって

おり、その身分は特別職の職員で非常勤となっています。具体的にはどのように相談員を選び、

任命しているのでしょうか。再任は妨げないとなっていますが、相談員をしている方は長く携

わっている方が多いのか、そのあたりについても伺います。 

 また、報酬ですが、条例によりますと年額２万２，０００円となっています。年額であるの

は、区長、嘱託員、消防団を除いては青少年相談員を含め３つの委員のみになっており、他は

時間額、日額、月額となっています。この報酬区分はどのように決めており、青少年相談員の

報酬が年額であることと金額については、近隣市町村との比較からどのように捉えていらっし

ゃるのでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） お答えいたします。 

 青少年相談員の選考と報酬についてでございますが、青少年相談員は、牛久市青少年相談員

規則に基づき、２年を任期として、今年度は２８名を市が委嘱いたしました。このうち再任の

相談員は２７名、新任が１名となっております。 

 青少年相談員は市内の地域バランスを考慮し、各中学校区を基礎単位として構成されており

ます。退任者が出た場合は、各地区で地域に詳しく、青少年の健全育成について理解や関心の

ある方、また、ＰＴＡやＰＴＡのＯＢの方を中心に探し、市に推薦する流れがほとんどでござ

います。 

 青少年相談員は年齢層も幅広く、昭和５６年の設置当初から活躍されているベテランの方や

現在仕事をされている方、子育て中の方など、さまざまな方で構成され、年４回は青少年相談

員連絡会において一同がそろい、行事の調整などを行っております。 

 青少年相談員の報酬につきましては、条例に基づき年額２万２，０００円となっております。 

今回の議員の御質問により、県南市町村の報酬を調べましたところ、年額、月額、日額などの

区分や金額に統一性はありませんでした。 

 今後、報酬につきましては、周辺市町村との交流事業や活動状況の調査を行いながら、業務



 

内容に見合った報酬になるよう検討いたしてまいります。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 県南市町村の青少年相談員の報酬に統一性はなかったということで

すけれども、牛久市として相談員の方の報酬を月額や日額ではなく、年額にしている理由はど

うしてなのか、改めてお尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 青少年相談員の報酬を年額にしている理由ということでお

答えいたします。 

 青少年相談員の主な業務内容といたしましては、地区内のパトロールを実施するほか、青少

年の健全育成に協力する店の登録及び環境整備活動を随時行っており、年１回は各地区で立入

調査も実施しているところです。業務内容は定例的なものではなく、毎月の業務量も月により

異なります。 

 牛久市におきましては、これらの業務内容などを考慮いたしまして、条例で年額の報酬とし

て規定しているところでございます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 青少年相談員の活動に今、御答弁がありましたような青少年の健全

育成に協力する店舗の登録、これを推進している事業があります。県全体の業種別の登録数を

見ますと、コンビニ、書店、カラオケボックス、ゲームセンターなどは９０％以上の登録率で

すが、質屋古物商、複合カフェは７０％未満と低い状態です。 

 牛久市の場合はどのようになっているのでしょうか。登録店舗数の推移もあわせてお聞かせ

ください。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 健全育成に協力している店舗数等の質問についてお答えい

たします。 

 青少年相談員の重要な活動の一つに、青少年とかかわりの深い関係店舗に茨城県青少年の健

全育成等に関する条例を周知する活動があります。 

 県に報告する対象店舗の種類は、コンビニやカラオケボックスなど１４種類あります。対象

となる新規店舗が開店したときには、青少年相談員は随時店舗を訪問し、県条例の説明をした

上で「青少年の健全育成に協力する店」に登録を承諾していただき、「協力引受書」と引きか

えに「青少年の健全育成に協力する店」のステッカーを交付し、店頭に表示していただいてお

ります。 

 なお、店舗には県条例に示す遵守事項の説明のほか、深夜に青少年のたまり場にならないよ



 

う注意していただくなど、健全育成と非行防止への御協力の説明も行います。 

 本市における登録店舗数と登録率については、コンビニは平成２７年度は３５件、９７％、

平成２８年度は３５件、１００％、書店は平成２７年度は９件、８１％、平成２８年度は９件、

９０％となっており、県全体の登録率より高くなっております。なお、ゲームセンターについ

ては、両年度ともに対象店舗はありませんでした。 

 県全体で登録率が低い店舗につきましては、リサイクルショップなどの質屋古物商が両年度

とも３件、１００％、複合カフェは１件、１００％となっており、青少年相談員の地道な啓発

活動が高い登録率に反映している現状となっております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 県の青少年の健全育成等に関する条例に基づく市内の対象店舗への

立入調査も、相談員の大変重要な活動であると考えます。中学校区ごとに立入調査を行ってい

るそうですが、校区によって対象となる店舗数にばらつきもあるかと思われますが、中学校区

ごとの立入調査の対象となる店舗数と調査数、また、調査によって改善につながっていること

などをお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部次長藤田幸男君。 

○保健福祉部次長（藤田幸男君） 立入調査の対象となる店舗数と調査数についてお答えいた

します。 

 青少年相談員の立入調査は、平成１１年より各中学校区ごとに毎年実施しております。 

立入調査の対象となる店舗は、先ほどの御質問にありました「青少年の健全育成に協力する

店」に登録している店舗となります。 

 中学校区ごとの対象となる店舗数は、平成２８年度において、一中学区が２８店舗、二中学

区が７店舗、三中学区が２６店舗、南中学区が２２店舗、下根中学区が２７店舗となっており、

毎年各地区ごとに１店舗を選び、市の実施要綱に基づき、青少年相談員は「立入調査員」とし

て調査を行っております。 

 昨年度は、書店１件、コンビニ２件、リサイクルショップ１件、スーパー１件の調査を行い、

有害図書等の区分陳列、年齢確認など、いずれも県条例及び県条例施行規則どおりに実施され

ていることを確認いたしました。 

 なお、立入調査の結果、改善の必要がある場合には、写真で記録し、文書で改善内容を通知

いたします。報告書は回答期限内に提出していただき、報告書の受理後、再度現地を訪問し、

改善結果を確認いたします。 

 これまで改善をお願いした事例としましては、深夜１１時から翌日の午前４時までの青少年

の入場禁止の掲示や有害図書等の陳列方法についての改善があり、立入調査は事業者が改めて



 

青少年の健全育成の責務を認識する重要な機会となっております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 先日の広報紙に携帯電話のショップに立入調査をしている様子が掲

載されていました。このような地道な相談員の活動が先ほどの協力店の店舗数にもあらわれて

いると感じまして、感謝申し上げたいと思います。 

 次に、青少年育成牛久市民会議の活動について伺います。 

 市民会議の会員は、青少年育成市民運動の推進に寄与する市内の各種団体及び本会の趣旨に

賛同する個人、また、会の目的に賛同し、特別な援助をする法人などが賛助会員となっていま

す。 

 そこで、まず市民会議の経費である会費、補助金、寄附金の内訳はどのようになっているの

かを伺います。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えいたします。 

 青少年育成牛久市民会議の財源につきましては、平成２８年度は、各支部からの会費が３１

４万１００円、うしく・鯉まつり事業に対しての市からの補助金が２９０万円、寄附金は牛久

ロータリークラブからの５万円となっております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 市の補助金は鯉まつりの事業についてのみということで、寄附金も

１団体のみ、その他の経費のほとんどが市民の会費からということですが、規約に規定する会

費の額は会員１戸当たり年額２００円、納付方法は各行政区の支部長が担当区内の会員を募り、

会費納付書に会員名簿を添えて事務局へ納付することとなっています。 

 これを受けて、各行政区で会員の募集と会費の徴収をどのように行っているのでしょうか。

また、支部会ごとの加入率はどの程度になっているのでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えします。 

 会員募集は、毎年５月中旬ごろに各支部長へ市民会議会員募集のチラシを配布いたしまして、

支部内で回覧等を行う方法をとっております。 

 また、会費につきましては２通りの方法で徴収を行っておりまして、１つは、趣旨に賛同す

る会員から会費を集金し納める方法、もう一つは、区の会計から一括して会費を納める方法で

ありまして、それぞれの支部に合った方法を取り入れて会費の集金を行っている状況です。 

 支部会ごとの加入率につきましては、市民会議の支部会として５９の支部が加入しており、

現在、加入率１００％の支部が８支部ございますが、加入率の極めて低い支部も幾つかあるこ



 

とから、市内全体では約７０％の加入率となっております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 加入している支部会、つまり行政区が５９ということは、加入して

いない行政区が５行政区あるのかと認識いたしますが、加入していない理由というのがわかり

ましたら、お聞かせください。 

 また、加入率が１００％が８支部、もう恐らくこれは会費の中から徴収しているとは思いま

すが、それと別に極めて低い支部というのは大体何割の加入率なのかをお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えします。 

 未加入の理由といたしましては、行政区内で加入に対する同意が得られないなどがございま

す。 

 また、加入率につきましては、支部内の子供の人数が余りにも少ないために支部において青

少年育成事業を実施できないことから、会費の納入が全くない、加入率がゼロの支部もござい

ます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） わかりました。 

 それでは、会費２００円のうち２分の１、つまり１００円が支部助成金として各行政区に交

付され育成事業を行うように交付要綱に記載されています。この会計処理についてですが、総

会資料を見ますと、５月末までに支部長が２００円の会費を取りまとめて納付し、７月に助成

金として１００円をまた各行政区に交付するというお金のやりとりになっています。 

 行政区の会計からすると、会員から２００円を徴収し、そのうち１００円を市民会議に会費

として納付すれば、金銭の授受も１回で済み、会計処理の負担も少なくなると思います。支部

長である区長からの改善してもらえないかというお声も耳にいたします。わざわざ二度手間に

なる処理をしなければならないわけは何でしょうか。また、支部助成金は各支部会でどのよう

に使われているのかを伺います。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えします。 

 市民会議では、会費を６月末までに納めていただき、助成金は会費を納めていただいた支部

へ会費の２分の１の額を７月に交付しております。 

 この助成金は、次代を担う青少年の心身の健全な育成を図る青少年育成市民運動の推進に賛

同する会員からの会費を財源としております。市民会議といたしましては、各支部においても

その点を十分に認識していただいた上で、青少年の健全育成事業の推進に努めることが重要と



 

考えております。また、市民会議における歳入歳出の会計処理を明確にするため、会費を一旦

市民会議に納めていただき、その後、歳出として助成金を支出するという形態をとっておりま

す。 

 支部助成金の使途については、地域の夏祭りなどの季節ごとのイベントや、バーベキュー、

餅つきなどのレクリエーション大会のように子供たちが参加する事業の行事費や、子ども会へ

の補助金等に使われているほか、行政区の一般会計に繰り入れて、子供を対象とした行事を行

っている支部もございます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、市民会議の事業、先ほどの５月の鯉まつりを初め、ふれ

あいキャンプ、親子ふれあい教室、映画鑑賞会など、主に小学生が対象となっている印象を受

けます。青少年育成というからには１８歳までが対象となりますので、中学生や高校生が参加

できるような取り組みも必要ではないかと考えます。小学生までは何といっても親子で行動す

ることが多いと思いますが、思春期に入る中学生や高校生になるにつれて親と行動することも

少なくなり、だからこそ親以外の大人と触れ合う機会がその成長過程において貴重なものにな

りましょう。 

 先日、視察で訪れた水戸市の見川中学校では、中学校区ごとの青少年育成会が中心となって

中学生のジュニアリーダーという自主的なボランティア活動を組織しています。中学生が学年

の枠を超えて、地域の行事にお客としてではなく、主体的に地域の一員として役割を持って参

加しているということでした。自分たちの活動が地域の人たちの役に立つ喜びにつながればよ

いとの考えで、多くの地域行事に参加しています。昨年度は、全生徒６５０人中６６名がジュ

ニアリーダーに登録し、実に年間２１回の行事に参画していました。中学校でジュニアリーダ

ーを経験した生徒は、高校生になっても高校生会で活動したり、また、中学校のジュニアリー

ダーの活動に手伝いに来たりというつながりができているそうです。青少年育成会の代表の方

は、「ジュニアリーダーの活動は地域貢献もあるけれども、子供たちの居場所になれば」と話

されていました。 

 県が行った青少年の地域活動に関する調査によると、中学生が３分の１、高校生は約半数が

地域のお祭りや行事に全く参加していないとなっています。若者に至っては約６割が全く参加

していません。年齢が上がるにつれ、地域とのつながりが少なくなっていくことに鑑みると、

小学生から中学生、高校生と、縦の関係をつなげていくことが大切であり、そのことがひいて

は自分が住むまちに対する愛着になっていくことでもあるのではないでしょうか。進学や就職

で都心に出ていっていった人たちも何かあれば育ったまちに帰ってくるのは、そこに人とのつ

ながりがあるからこそだと思います。そういったつながりをつくるためにも、中学生や高校生



 

を巻き込むような活動を企画することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えします。 

 青少年の健全育成を目的とした市民会議は、市域全体を対象とした事業と各支部で行われる

事業とで構成されております。 

 市域全体として行うものといたしましては、鯉まつりやふれあいキャンプ、親子で参加する

ふれあい教室や映画鑑賞会などがありまして、子供たちにとっては楽しみな行事となっており

ます。鯉まつりでは、これまでも子ども会のインリーダー教室に参加した子供たちや教室を卒

業した中学生が、市子ども会育成連合会のブースでゲームの受付や本部席で放送係としてアナ

ウンスを行ったりしております。今回は、女子高生２名が放送係に加わり場内アナウンスを担

当したりと、徐々にではありますが中高生も行事運営に参加してきております。 

 また、支部では、松ヶ丘支部におきまして子供も地域の一員として夏祭りの運営に参画して

もらおうと、中学生に自分たちのアイデアで出店を企画させ、当日の運営を任せる取り組みを

行っているこのような支部もございます。 

 今後は、子供たちが地域の一員としての自覚を深められ、自分が地域から頼られているとい

う自己肯定感の醸成にもつながるような取り組みを検討してまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） それでは、最後に青少年相談員と市民会議との連携について質問い

たします。 

 青少年相談員は中学校区ごとに任命され活動していますが、市民会議は支部会が行政区単位

となっています。より地域に密着した青少年育成を連携して行うならば、主体となる中学校区

の単位で活動するというのも一つの考え方かと思います。他の自治体では、小学校区や中学校

区の単位で活動している育成会も多く見られます。 

 また、牛久市の場合、青少年相談員を管轄するのは保健福祉部こども家庭課、青少年育成市

民会議を管轄するのは教育委員会生涯学習課と別になっていますが、他の自治体ではどちらも

教育委員会で行っているところがほとんどです。 

 青少年相談員の多くの方が育成市民会議にも所属していることもあり、青少年政策というく

くりで牛久市で一元的に進めていくためには、同じ部署が管轄することがよいと考えますが、

市の御見解を伺います。 

○議長（板倉 香君） 総務部長中澤勇仁君。 

○総務部長（中澤勇仁君） 青少年相談員との連携を考慮いたしました担当部署の一本化につ



 

いてお答えをいたします。 

 担当部署が所管する業務につきましては、行政事務を効率的にかつ適正に行うために事務分

掌を定めてございます。 

 現在、青少年相談員の担当部署につきましては、相談員としての役割や活動の実態、現在の

組織のあり方など、さまざまな角度から検証いたしまして、最も効果的な運営が図れるよう精

査をしているところでございます。 

 今後とも、安定的、効率的な行政運営となるよう継続的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 山本伸子君。 

○１３番（山本伸子君） 「今、子供たちはスマホやネットで広くつながっているようで、実

は閉じた狭い世界に生きている」と牛久にお住まいになっている筑波大学の土井隆義先生は言

われています。先日、中央生涯学習センターで行われた茨城県メディア教育指導員の研修で、

土井先生がお話しされた内容は納得させられるものでした。 

 今日、人間関係は組織や制度で縛られなくなり、自由なつながりを築けるようになったが、

その自由化の代償として孤立化が生じやすくなっている。若者たちは、人間関係の流動性が高

まったにもかかわらず、関係を広げていくことによってではなく、むしろ逆に閉じることによ

って少しでも安定した関係を確保しようと躍起になっている。その結果、彼らの居場所はごく

狭い世界の中に閉じてしまっている。囲い込みによって幸福は得られない。だからこそ、多様

な人々とつながり、まなざしを外部へ開かせること。親以外の信頼できる大人と会うこと。そ

して、自分も信頼できる大人になろうと努めることではないかと話されました。 

 将来を担う青少年や若者たちに、いばらき青少年・若者プランの基本理念が生かされる環境

をつくることができるかを試されているのは、まさに地域に暮らす私たちであることを改めて

認識した次第です。 

 以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で山本伸子君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１５時５０分といたします。 

                午後３時３７分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後３時４９分開議 

○議長（板倉 香君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１２番長田麻美君。 



 

      〔１２番長田麻美君登壇〕 

○１２番（長田麻美君） 改めまして、こんにちは。日本維新の会、会派無会派の長田麻美で

ございます。 

 通告に従いまして、一問一答方式にて質問をさせていただきます。 

 まず、大きく分けて１つ目の質問として、民生委員のなり手不足の解消についてであります。 

 民生委員児童委員は、高齢・母子世帯の把握など、実務も大変多く、全国でなり手不足が深

刻化しておりますが、牛久市においても同様であります。ことし１月に開かれました小学校区

単位でのタウンミーティングを傍聴させていただきましたが、その中でも欠員が出ている地域

や任期満了後の次のなり手が見つけられないなどの内容のお話が出ておりました。 

 まずは確認の意味で、平均見守り世帯数や欠員数など、民生委員児童委員の現状についてお

伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部長川上秀知君。 

○保健福祉部長（川上秀知君） 民生委員児童委員の現状につきましてお答えいたします。 

牛久市の民生委員児童委員が受け持つ要援護者の平均世帯数につきましては、平成２９年４月

２１日現在の要援護者台帳登録世帯数が３，１９７世帯であることから、１人当たり平均２８

世帯を受け持っていただいております。 

 民生委員児童委員の定数につきましては、平成２８年１２月１日から１２０名から１２３名

と３名増員されましたが、現在１１６名が委嘱されており、７名が欠員となっている状況であ

ります。 

 民生委員児童委員の平均年齢は、平成２９年４月１日現在で６５．５歳となっており、男女

の内訳につきましては、男性は４８名で構成比は４１．３８％、女性は６８名で構成比は５８．

６２％となっております。 

 民生委員児童委員の活動費につきましては、なり手不足の解消の一つといたしまして、活動

費の負担を少しでも軽減するため、平成２９年度から活動支援補助金を月額１万円から１万３，

０００円に増額し、年額１５万６，０００円を市から交付しているほか、茨城県からは民生委

員・児童委員活動支援費として年額５万９，０００円が交付されております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） 地域の相談役として大変重要な役割となる民生委員の欠員は避けな

くてはなりません。なり手不足になる要因としてさまざまな理由が考えられるわけですが、ま

ず考えられる理由として、担う職務の多様化や個別援助の難しさ、活動量の多さなどの負担が

多いことや、また、活動量に比べ活動費が見合わないこと、年齢制限があることなどが挙げら

れます。今後、高齢化が進むにつれ、より担い手探しが困難になることは容易に想像ができる



 

ところであります。 

 以前、同僚議員より、担当の住民人数や高齢者の人数に合わせ、民生委員の活動費を増額す

るべきではないかという質問がありました。それに対し、市執行部からは「待遇改善を図れる

よう国、県へ働きかけてまいりたい」との答弁であったと記憶をしております。民生委員は民

生委員法で定められているため、改善が難しいことは承知をしておりましたが、民生委員の

方々の任期満了まで刻々と時間が迫っている中で、国、県へ働きかけ、いつごろ改善できるお

つもりであるのか、正直申し上げて、悠長な答弁であるとの印象を受けました。 

 しかし、その後、活動費の増額がなされ、それが近隣自治体と比べて高いことからも、それ

については評価をいたし、感謝申し上げるところでございますが、欠員の状況が改善されてい

ない結果を見ますと、まだ十分とは言えません。市としてこの状況についてどのようにお考え

かをお尋ねいたします。 

○議長（板倉 香君） 保健福祉部長川上秀知君。 

○保健福祉部長（川上秀知君） 全国的に民生委員児童委員のなり手不足がある中、牛久市に

おきましても、先ほど申し上げましたとおり、７名が欠員となっている状況にございますが、

関係区長の御協力により、現在３名の推薦をいただき、平成２９年９月１日の委嘱に向けて準

備を進めている状況にございます。 

 なり手不足の要因といたしましては、市民が直面する生活課題、福祉課題の相談役としての

活動について、家族や社会状況の多様化により年々相談内容が深刻化している状況にあること、

また、障害者や高齢者の見守り、児童虐待など、業務内容が増加傾向にあることなどが、短期

退任やなり手不足の要因となっております。 

 牛久市におきましては、民生委員児童委員のなり手不足解消策の一つといたしまして、先ほ

ど申し上げました活動支援補助金の増額を行いましたが、今後、民生委員児童委員にお願いす

る業務について業務内容の精査を行い、負担軽減を図るとともに、民生委員児童委員に対して

活動する上での抱える問題についてアンケート調査を行うなど、活動しやすい環境の整備に努

めてまいります。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） この状況下の中、早急な市の独自案が必要であると考えます。特に

年齢制限の緩和が解消に向けて重要であると考えます。ほかの県の施策を例として挙げさせて

いただきますと、佐賀県などでは民生委員の再任について７５歳未満厳守としていた年齢条件

を緩和し、１期だけの条件つきで７５歳以上でも認めております。これまでは世代交代を進め

る上で年齢条件を厳しく運用してきましたが、地域のつながりが薄く、高齢化が進んだ都市部

で候補者選びが難航したため、年齢条件の緩和で欠員の解消を最優先し、地域福祉の中核を担



 

う相談役の確保を図ったとのことです。 

 また、三養基郡の基山町は、民生委員児童委員の活動を補佐する協力員を町独自に新設し、

少子高齢化、核家族化、ひとり暮らしの増加で民生委員の業務が多忙となる中、負担軽減と福

祉の担い手掘り起こしにつなげています。住民から相談を受けた場合、民生委員へ取り次ぎ、

協力して助言や援助を行う。民生委員１人につき１人を配置することができ、年齢制限はない

としております。 

 牛久市での欠員状況を見ますと、後者のような民生委員の活動を補佐する協力員の新設は現

在のところ現実的ではありませんが、７５歳以上でも認める年齢条件の緩和は今すぐにでも行

うべきであると考えます。７５歳以上でも大変元気に活動している方もたくさんおられますの

で、現在の状況に応じて、牛久市におきましては再任に限らず、新任についても認めていくべ

きであると考えますが、この条件緩和に関しての市のお考えを伺います。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 国に民生委員児童委員を推薦するに当たりましては、民生委員児童委

員を短期退任することなく長期にわたって行っていただきたいことから、これまで、年齢要件

を「新任は原則として６５歳未満の方」、また、国や茨城県の審査方針に基づき、「再任は原則

として７５歳未満の方」を各行政区の区長から推薦をいただいてまいりました。 

 しかしながら、７５歳を超えていても地域の実情をよく知り、地域住民の方の見守り等を元

気に行える方が多数おられることから、年齢にとらわれることなく、各区長と連携を密にして

積極的に推薦していただくことといたします。 

 また、民生委員児童委員の補佐をする協力員制度につきましては、年齢による推薦要件の見

直しを行うことで、現在、民生委員児童委員が欠員となっている状況を解消することが最優先

と考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） 今、７５歳以上でも認めていくというような前向きな答弁を市長か

らいただきました。重ねて申し上げますが、この問題は早急な対応が求められております。念

を押すため、市長にもう一度お伺いをいたしますが、どれくらいのスピード感を持って対応し

ていただけるおつもりかをお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 事務的な手続がございますが、その事務的な手続ができるのであれば、

あしたにでもやりたいと思っています。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） あしたにでもという市長からの、もう本当に一番のスピード感のあ



 

るお言葉をいただきました。この答弁は、民生委員の方々を初め、市民の方々もとても安心し

て喜ばしいことだと思いますので、今後とも市民の意見をすぐに解決できる市政でありますよ

うお願いを申し上げます。ありがとうございます。 

 次の質問に移ります。おくのキャンパスの今後の方向性についてお尋ねをいたします。 

 文部科学省委託事業の少子化、人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業として、

本年度より本格的に学区外からも児童生徒の通学が始まり、小規模特認校として英語教育の充

実や地域との連携などで特色ある教育を目指す「おくのキャンパス」が始まりました。 

 まずは、現在の教育方針などについてをお伺いいたします。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） おくのキャンパスは、各学年単学級の１小学校１中学校である奥野

地区において、学校が地域づくりに、地域が学校づくりに取り組む双方向の関係性をつくり出

して、学校及び地域の活力向上を図ったり、小中一貫教育を推進することによって、「夢と自

信を持ち、おくのを支え、未来にはばたく子どもの育成」を目指しています。 

 具体的な施策の一つとして、地域人材やＡＬＴの活用による小規模校を生かした少人数の英

語指導や国際理解教育の実践による魅力ある学校づくりと、地域住民やＮＰＯと連携したＥＳ

Ｄ教育、持続可能な開発のための教育、この充実に努めています。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） おくのキャンパスは、９年間を通した小中一貫教育を推進されてお

ります。一般的な小中一貫教育の目的として、小中学校の教職員の人的交流を促進し、子供の

学力観、指導観、評価観の共有を図り、事業改善の促進と学力向上を目指すこと、一貫教育に

より小中学校間の情報交換なども頻繁に行い、児童生徒に対するきめ細やかで適切な対応を効

果的に行えるようにしていくなど、さまざまな目的があると認識をしております。 

 また、たくさんのメリットがあると同時に、一貫教育ならではのデメリットの点も出てくる

と思いますが、市といたしましてはどのようなことにメリット、デメリットがあるとお考えで

しょうか。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 牛久市における小中一貫教育は、中学校区が一体となって目指す子

供の姿を共有し、保護者や地域と連携、協働して子供たち一人一人の豊かな学びを保障しよう

としていくものです。 

 各中学校ごとに連絡会議を立ち上げて、それぞれの子供たちや地域の実態に応じてテーマを

決めて推進しています。 

 その中でも、奥野小学校と牛久第二中学校は隣接しているため、ほかの中学校区の小中一貫



 

教育と比べて小中学生の行き来が非常にスムーズに行えています。 

 中学生が小学校に来て読み聞かせを行ったり、６年生の英語活動に中学３年生が参加したり、

おくのふれあい祭りには小中学生が合同で奉仕活動を行いました。また、中学校の教室に６年

生の教室があり、年２回、中学校の授業体験をしています。さらに、６年生は小学校と中学校

のビオトープを使って環境学習などもしたり、中学校の運動会に小学校の種目も入れて小学生

を招待しています。このような取り組みを通して、少人数で人間関係が固定化しがちな課題も

少しずつ解消しています。 

 また、今年度からは茨城県の公募募集で牛久第二中学校で英語の先生が３人にふえました。

こうしたこともあり、小学校の英語活動に中学校の先生が来て教えてくれることになりました。 

 なお、小中一貫教育もまだスタートしたばかりで、学校現場からの目立ったデメリットの報

告はありません。強いて言えば、４５分授業の小学校と５０分授業の中学校では、一日のタイ

ムテーブルが違うために、同じ時間に一緒にするには前もって調整が必要なこと、また、打ち

合わせのための合同企画会などの調整に時間がかかるということがあります。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） まだデメリットの部分は余り見えてきていないとのことですが、校

舎が違うことでの不便さなどもあると思いますし、以前、教育長から、通常の９年間を通した

一貫教育では中学校３年生、９年生ですね、がリーダーとして行事などを行うことが多くて、

本来であれば６年生がリーダーとして下の子たちを見ていくということがない学校もあると。

牛久市では、６年生がしっかりと下の子たちを見るということも大切にしていきたいというよ

うなお話を伺ったことがあるんですが、そういう面でおいても、実際教育を行う上で少しずつ

デメリットの部分が出ていくおそれがあると思います。そうした場合はどのように改善してい

くのかを伺います。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 先ほども申し上げましたように、まだ小中一貫教育における大きな

デメリットが見えない現状であります。 

 ただ、やはり小学校と中学校では立地上の距離があるため、共通理解、共通実践を進めるた

めには、お互いが行き来して企画調整会議を重ねる必要があります。そのため、事務の効率化

については、事務職員が担ったり、コンピューター上での事務の効率化などを図っていきたい

と思っています。 

 小中一貫教育のデメリットというよりも、現状として、地域の方々と学校の教育活動を結び

つけるために、現在は校長や教頭がその役割を担っているという課題があります。 

 今後、地域学校コーディネーター等の育成を通して、そうした問題も解決していきたいと思



 

っています。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） 中１ギャップの抑制なども視野に入れ、先ほどの教育長の答弁の中

にもありましたように、第二中学校に小学校６年生の教室を設け、中学生と同じ５０分授業の

体験や合同授業を行っております。 

 先ほどもお伺いしたように、現在では運動会や体育祭など、参加する形で行っておりますが、

今後大きな行事となる運動会や体育祭などを合同で行っていくお考えはあるのかをお伺いしま

す。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 奥野小学校の運動会と牛久第二中学校の体育祭は、過去において合

同で実施していたこともあったようですが、現在は別々に実施する中で、牛久第二中学校が幾

つかの競技に奥野小学校の児童を招待する形で交流を図っています。 

 現在は、運動会という行事を通して、児童生徒に身につけたい力が小学校と中学校では違っ

ているため、別々に実施しているものです。 

 今後は、運動会、体育祭は学校行事となりますので、合同で行うかどうかは学校の判断によ

るところではありますが、牛久二中の生徒数が９２名であることなどを考えると、合同での開

催も検討の余地があるものと思われます。 

 また、奥野小学校と牛久第二中学校は、市民運動会に全校生徒で参加しています。ここには

保護者の皆様も数多く参加しているため、３世代の盛大な運動会になっています。子供たちも

午前中は学校で参加しますが、午後は各地区のテントに帰しますので、午後は地域の一員とし

て競技に参加したりなど、地域と一体になった活動が見られるようになってきました。以上で

す。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） おくのキャンパスは、恵まれた自然環境と地域人材を生かして子供

のグローバルな人間形成を目指すことを目的とし、ＥＳＤ教育の一環としてＮＰＯアサザ基金

との事業、中学校３年間で奥野全域を歩く「歩く会」など、９年間にわたりさまざまな奥野を

知る活動が行われておりますが、その成果、また、特認校ということで奥野学区外からも通学

する生徒がおりますので、子供たちの住んでいる地域を知り学ぶ観点から、奥野地区に限定せ

ず活動の範囲を牛久市内全域に拡大していくお考えはあるかをお伺いします。 

○議長（板倉 香君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） おくのキャンパスでは、現在２１名の小学生と６名の中学生が小規

模特認校制度を利用して奥野地区以外から通学しています。 



 

 このような中、子供たちが住んでいる地区を知り学ぶという観点から、奥野地区に限定せず

活動の範囲を牛久市内全域に拡大する考えはあるかとの質問ですが、牛久市内全域を対象にし

た学びの活動としましては、市内全小学校において３・４年生の社会科の授業で牛久市につい

て学ぶ機会があります。 

 おくのキャンパスにおける活動は、これとは別に、総合的な学習の時間を中心に９年間の学

びの中で奥野について学ぶものであり、ＥＳＤ教育を中心に奥野を知る学習を実践していると

ころです。 

 こうした活動は市内全ての学校で実践しているために、２月には「カッパ大交流会」として

市内の学校が一堂に会して環境学習の交流会をしています。現在は、一部の代表の子供たちが

中央生涯学習センターに移動して行っているものですが、今後、ＩＣＴの導入などに伴って日

常的に交流が行われるように計画していきたいと思っています。 

 今後は、小中一貫教育とコミュニティースクールと、このセットで地域で育てていけるよう

な枠組みを考えていければなと思っています。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） 次に、子ども会の参加についてお尋ねをいたします。 

 子ども会の主な活動は、地域で子供を育てるため、さまざまな行事を行い、地域の連帯意識

を育て、校外におけるさまざまな遊びを通した子供たちの健やかな成長を目的として、各地区

に子ども会が置かれております。 

 普通学区の児童は自分の住む地域の子ども会に参加をするケースが大半を占めていると思い

ますが、学区外から奥野小に通う児童は、自分の住む地区の子ども会に参加をしても、同じ学

校に通う児童がいない、もしくは非常に少なくなじめないという懸念がございます。 

 キャンパスバスも運行され、今後ますます学区外から通学する児童がふえていくと予想され

ますが、普通学区から通学する児童生徒と学区外から通学する児童生徒が放課後に友達同士で

遊ぶことができないため、子供同士のコミュケーションのとり方を考える上でも、そういった

学校生活外の親睦を深める時間を市として用意するべきではないかと思います。 

 子ども会の入会や参加は強制ではなく自由ですので、緩やかに参加できるような小学校単位

での子ども会のようなものがあるといいのではないかと考えます。そういったお考えはあるか

を伺います。 

○議長（板倉 香君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えをします。 

 現在、奥野小学校区には５つの子ども会と、これらの子ども会の連合体としての奥野小学校

区子ども会育成連合会がございます。 



 

 通常、子ども会へは在住している地域の子ども会に加入することになっておりますが、各子

ども会において、小規模特認校制度により通学している児童の子ども会加入に関する明確な規

定もないことから、現段階ではどこの子ども会に加入すべきとの明言ができない状況にありま

す。 

 ただし、小坂団地子ども会におきましては、加入の受け入れをしていると伺っております。

また、奥野小学校区子ども会育成連合会では、児童会員が少ないために子ども会活動ができず

に休止している地域の児童の申し出を受け、連合会直轄の会員として受け入れし、奥野小学校

区全体の子ども会として活動を行っていると聞き及んでおりますので、学校区子ども会育成連

合会へ加入し活動することも可能と考えられます。 

 今後におきましては、小規模特認校制度により通学している児童にとりまして、よりよい子

ども会活動ができるよう検討してまいりたいと存じます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 長田麻美君。 

○１２番（長田麻美君） 学区外からの生徒の受け入れを市として意欲的に行っているわけで

すので、ただ、初めてのことがたくさんあると思います。教育や対応についても、今までには

なかった問題や用意していなかったマニュアルなども今後ますます出てくると思います。通っ

て初めてわかることというのが実際にこれからどんどん出てくるわけですので、常に目を配り、

児童生徒、保護者、学校関係者にたびたびヒアリングなどを重ねながら、円滑な学校運営を行

っていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で長田麻美君の一般質問は終了いたしました。 

 次に、１９番柳井哲也君。 

      〔１９番柳井哲也君登壇〕 

○１９番（柳井哲也君） 創政クラブの柳井哲也です。本日、最後になりますので、よろしく

お願いします。 

 ３月議会の一般質問で、私が牛久駅前に稀勢の里関の大きな銅像をぜひつくっていただきた

いというような質問をしました。その後、市内の皆さんから反響がありまして、大賛成ですと

いうような話をいただいております。この場で報告を申し上げたいと思います。その中には、

牛久市の観光の目玉としてシャトーカミヤ、牛久大仏、稀勢の里、この３つを重点的にまちづ

くりの観光の目玉にしてほしいというような話がございましたので、どうかよろしくお願いし

ます。 

 それでは、一問一答で３つの質問をしてまいります。 

 まず１番目、東猯穴地区の宅地化と東大和田地区について。 



 

 まず１番、東猯穴地区の宅地化に対する進捗状況であります。前回の都市計画の見直しとい

うことで質問したわけでありますが、その答弁で「東猯穴地区の宅地化を進めてまいりたい」

とありました。その後どのようなアクションがあったのか、進みぐあいはどうなっているのか

についてお聞かせください。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 

○建設部次長（岡野 稔君） ただいまの東猯穴地区の宅地化に対する進捗状況についてお答

えをさせていただきます。 

 牛久北部・東下根特定土地区画整理事業によって形成されたひたち野うしく地区では、平成

１０年にＪＲ常磐線「ひたち野うしく駅」が開業し、アクセスのよさや生活の利便性、さらに

は平成２２年にひたち野うしく小学校が開校するなど、子育て世代の人口流入が続き、児童生

徒数の急激な増加をもたらしてきました。 

 しかしながら、近年、ひたち野うしく地区では、市街化区域内の新規住宅用地が減少し、人

口の増加傾向に鈍化が見え始めてきております。 

 このような状況の中、平成３２年には新設中学校を開校する予定であり、これを好機と捉え、

単なる教育施設の建設にとどめるのではなく、再び転入超過の波を呼び込み、新中学校を核と

した新たなまちづくりに取り組むため、ことしの４月１８日には茨城県に対して市長よりひた

ち野うしく地区における新たなまちづくりに関する要望書を提出させていただいたところです。 

要望書の趣旨としましては、人口減少社会にあって茨城県においても県全体の人口が減少する

中、このような新たなまちづくりに取り組むことは茨城県南部の人口増加に寄与するものであ

ることから、ひたち野うしく地区における住宅地の拡大に対する配慮を要望したものでござい

ます。 

 また、今年度、ひたち野地区まちづくり検討調査業務として約３００万円の予算を計上し、

去る５月１０日に入札を実施し、コンサルタント業者が決定して、業務をスタートさせたとこ

ろでございます。 

 具体的には、宅地が少なくなったひたち野うしく地区に隣接する市街化調整区域において、

宅地を提供するための土地利用の変更の可能性や整備手法などを検討し、今後の展開、方向性

を示すための調査を実施するものでございます。 

 現時点では、東猯穴地区に限らず、ひたち野うしく地区に隣接する調整区域における土地利

用の現況や人口動態等の基礎的調査を実施し、宅地供給における課題を整理しているところで

ございます。 

 今後、事業の展開についてお示しできる状況が来ましたら、改めて御報告をさせていただき

たいというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でござ



 

います。 

○議長（板倉 香君） 柳井哲也君。 

○１９番（柳井哲也君） 市長の答弁のとおり、前回答弁がありましたけれども、そのとおり

早速アクションを起こしていただいて、本当にやる気をそのまま示してくれておること、本当

に力強く感じます。何とかうまく進めていただけたらと思います。 

 それでは２番目、東大和田地区のねむの木台団地への道路整備をすべきと考えますが、その

予定はあるのかどうか、ある場合はその計画を説明していただきたいと思います。お答えをお

願いします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 東大和田地区のねむの木台団地への道路整備の予定について

お答えいたします。 

 現在、道路事業単独での整備計画は現段階ではございませんが、先ほど御答弁させていただ

いたとおり、ひたち野うしく地区に隣接する市街化調整区域における土地利用について検討を

しているところであり、当該地域も今後の住宅地の拡大に寄与する可能性のある地域でありま

す。 

 今後、これらの検討結果を踏まえ、まちづくりに有用な道路整備を検討してまいりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。以上です。 

○議長（板倉 香君） 柳井哲也君。 

○１９番（柳井哲也君） 道路ができますと地域の発展に大きく貢献すると思います。どうか

よろしくお願いしたいと思います。次の質問にもつながります。 

 ３番目、住宅建設緩和措置として牛久市独自の条例を制定すべきと考えますが、これについ

て質問をしたいと思います。 

 調整区域内の住宅建築については、集落の人口減対策として、一部自治体において条例で区

域指定をするなどの手法で規制を緩和できる制度が導入されています。一例としましては、水

戸市の区域指定、この要件をちょっと述べてみたいと思います。 

 ①市街化区域からおおむね１キロ以内。②建築物の敷地相互の間隔が７０メートル未満で４

０以上の建物が連担していること。③区域の道路が適当であること。④排水施設が適当である

こと。⑤給水施設が適当であること。これらを満たす場合、個人の住宅や店舗兼住宅、小規模

な店舗などに限定しまして開発行為を認めています。 

 牛久市も東大和田地区などにぜひ制定して、住民の熱い要望に応えてほしい。牛久の考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長岡野 稔君。 



 

○建設部次長（岡野 稔君） ただいまの住宅建設緩和としての牛久市の独自の条例を制定す

べきということについてのお答えをさせていただきます。 

 現在、都市計画法第３４条第１２号に基づき、牛久市都市計画法の規定による開発行為の許

可等の基準に関する条例を制定し、その第３条において市街化調整区域における個人用住宅の

立地基準を定めております。市街化調整区域は土地利用を制限する区域でありますが、申請者

の資格や土地の要件などの許可条件を満たすものであれば、現行の基準においても個人用住宅

等の立地は認められているところでございます。 

 さらに、茨城県開発審査会付議基準としまして、包括承認基準１８「線引き日前から宅地で

ある土地における一戸建住宅の建築許可の取り扱いについて」というものがございまして、こ

ちらは既存集落と違いまして、出身者要件を問わずに戸建て住宅を建築できる基準でございま

す。この基準を用いて広い宅地を、基準を満たす面積に分筆し、複数の戸建て住宅を建築して

いる例もございます。 

 このような条件を満たすことにより、ひたち野西地区周辺の市街化調整区域では、平成２４

年度以降の５年間で２２件の住宅が建築されております。 

 新たな条例等の制定につきましては、一番最初に申し上げました東猯穴地区の宅地化に対す

る進捗状況において答弁いたしましたが、検討調査業務により今後の展開、方向性が示された

段階で、既存の制度や許可基準等の整合性を検証して、必要性があると判断された場合に条例

の制定を検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 柳井哲也君。 

○１９番（柳井哲也君） いろいろと研究しながら進めていってくださるということで、非常

に力強く感じております。私たちも、市がやる気を持ってそうやってやってくれるということ

で、県などへの要望活動とか、そういうもののときには一生懸命協力してやっていく気持ちで

おりますので、それから市民全体がやっぱりそういう気持ちで進めていくという体制も必要じ

ゃないかと思います。住民代表とか、署名活動とか、あるいは商工会会長さんにも一緒に行っ

てもらうとか、あらゆることをやっぱり総動員して、何とか牛久市がこれはやりたいというこ

とを達成できるようにみんなで協力し合って進めていけたらと思います。よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、大きく２番目の質問であります。 

 ラーシクとキューちゃんの活用についてということで、最近、有賀忍氏の公式キャラクター

「ラーシク」、各種イベントで着ぐるみが大活躍するなど、テレビでも放映されて非常に好感

が持てると思います。ただ、そのラーシクとこれまで対応してきた牛久観光協会のマスコット

キャラクター「かっぱのキューちゃん」の活用の仕方、すみ分け、どのようにするのかについ



 

て質問をしたいと思います。 

 これまで牛久市は、例えば封筒の場合、きょう私は持ってきてみました。これは平成２９年

５月３０日、牛久市議会事務局で使っている封筒なんですけれども、かっぱのキューちゃんの

絵になっています。それから、この封書はシャトーカミヤの絵が印刷されていまして、これは

国の重要文化財に指定されたということで、平成２０年６月９日、これを記念して多分入れた

んだと思いますね。現在はほとんどこのラーシクになっております。 

 ただ、市民の側からしますと、どんなふうにこれを使っているのかなと、観光協会と牛久市

の公式キャラクターの使い方、そういう疑問もあるので、ひとつここでしっかりと説明をして

いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 市長公室長吉川修貴君。 

○市長公室長（吉川修貴君） ラーシクとキューちゃんの活用についての御質問にお答えいた

します。 

 初めに、牛久市公式キャラクター、ラーシクについて御説明をさせていただきます。ラーシ

クは、シティプロモーション事業をより効果的に推進することを目的としまして、絵本作家有

賀忍氏にキャラクターの制作を依頼し、「ラーシク」という名称とともに平成２７年６月２４

日に発表いたしました。 

 以来、市内外で実施されるイベントへの着ぐるみの参加や市刊行物への掲載などを通じ、市

民の郷土愛醸成と市の魅力発信の旗振り役として、現在もシティプロモーション事業推進のた

めに積極的に活用しております。 

 一方で牛久市観光協会マスコットキャラクター、キューちゃんにつきましては、平成元年に

観光協会のマスコットキャラクターの公募によりまして、全国から寄せられた２，７００件以

上の作品の中から選ばれました。そして、同年、市民を対象とした名称の公募を実施し、名称

が「キューちゃん」に決まっております。 

 現在、市の観光振興のために観光協会加盟店用のステッカーに使用しているほか、商品やパ

ッケージに利用した物品の販売、うしくかっぱ祭りのうちわへの印刷など、皆様に広く親しま

れているところでございます。 

 それぞれのキャラクターの持つ背景や趣旨は異なりますけれども、多くの方々に愛されるよ

うキャラクターへの理解と認知度向上に努めまして、シティプロモーションと観光振興のため

に積極的に活用してまいりたいと思いますので、御理解賜りたいと思います。以上です。 

○議長（板倉 香君） 柳井哲也君。 

○１９番（柳井哲也君） ありがとうございます。それでは、牛久市の観光、商工関係につい

てはキューちゃんを重点的、重点的というか活用して、市のそういうプロモーションにはラー



 

シクでやっていくということで説明をいただきました。ありがとうございます。 

 それでは、３番目の質問であります。龍ケ崎市との連携による牛久沼景観活用についての質

問であります。 

 牛久沼の活用策に関する龍ケ崎市と北山創造研究所との協定締結について、新聞にも大きく

載り、また、その活用が続いていること、私たちもよく聞いて知っていますけれども、龍ケ崎

市からこの牛久市への連携話はあったのかどうかについてぜひ聞きたいと思います。 

 牛久市における牛久沼周辺の観光開発については、景観の最もすばらしい高台に位置する小

川芋銭記念館雲魚亭ですか、あるいは住井すゑの住宅や牛久城などが、ワインビレッジ構想の

一環として散策路もコースとして整備されました。 

 整備されておりますけれども、去る４月１４日の茨城新聞によりますと、龍ケ崎市が牛久沼

の景観活用を図るために全国各地でまちづくりに取り組んでおる北山創造研究所と協定を締結

したとあります。北山孝雄代表は、「牛久沼から見た夕日は人を感動させる。牛久沼一帯を自

然の劇場として見立てて、人が集う場にしたい」、そういう思いをもとに湖畔を周回する遊歩

道を整備するなどの構想を示しています。 

 隣接する最も影響のある牛久市との連携話などはあるのかどうか、あるいはあったのかどう

かについてお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉 香君） 経営企画部次長吉田将巳君。 

○経営企画部次長（吉田将巳君） 龍ケ崎市との連携による牛久沼の活用についての御質問に

御答弁申し上げます。 

 龍ケ崎市では、平成２７年１１月に「龍ケ崎市道の駅基本構想」を策定し、平成２８年２月

に国道６号線の牛久沼沿いに場所を選定、平成２９年２月に「龍ケ崎市道の駅基本計画」を策

定し、さらに議員の御質問にありますように、ことし４月１３日に株式会社北山創造研究所と

「牛久沼を活かした街づくりに関する協定」を締結しております。 

 協定書には、「牛久沼及び周辺地域を含めた将来像と活用に向けた基本構想を策定」とあり、

龍ケ崎市を中心として牛久沼の活用とにぎわいの創出に取り組むことがうたわれております。 

 議員の御質問にございます牛久沼の活用連携につきましては、本年４月に龍ケ崎市の道の

駅・牛久沼プロジェクト課の担当者が来庁され、株式会社北山創造研究所との牛久沼を生かし

たまちづくりに関する協定書の内容や道の駅の基本構想、さらに５月６日に龍ケ崎市文化会館

にて行われた株式会社北山創造研究所代表北山孝雄氏による講演会の案内等について説明がご

ざいました。 

 さらに、牛久沼の活用について広域的に周辺自治体と協議していきたい旨、提案がございま

して、ことし７月につくば市、つくばみらい市、取手市、牛久市、河内町と龍ケ崎市の６市町



 

の首長会議を開催し、活用についての協議を始めたいとの申し出がございました。 

 なお、この申し出について、当市では市長の首長会議への出席を内諾しております。以上で

ございます。 

○議長（板倉 香君） 柳井哲也君。 

○１９番（柳井哲也君） 今の答弁で次の質問もほとんどお答えできているんですけれども、

牛久市のワインビレッジ構想の実現、一応完成しております。牛久沼のすばらしさは、さらに

関係自治体の協力があってさらに何十倍も価値が増すものと考えます。どうか龍ケ崎市を中心

に観光開発をやっていこうということなので、牛久市も積極的に協力し、取り組んでいってほ

しいと思います。観光資源としてさらに大きな財産にしていってほしいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 これをもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（板倉 香君） 以上で柳井哲也君の一般質問は終了いたしました。 

 本日の一般質問はこれまでで打ち切ります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでした。 

                午後４時４６分延会 


